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独立行政法人製品評価技術基盤機構
平 成 １ ４ 年 度 事 業 報 告 書

独立行政法人製品評価技術基盤機構（以下 「機構」という ）は 「経済産業行政に密、 。 、
接不可欠な技術的な評価、分析等を行い、最新の技術情報を国民・産業界に提供する知
的基盤機関」を目指し、平成１３年４月１日に発足した。

機構は、バイオテクノロジー分野、化学物質管理分野、適合性評価分野、人間生活・
福祉分野の４つの分野を中核として、社会・行政ニーズの変化にマッチした事業を展開
している。事業の実施に当たっては、独立行政法人通則法第２９条に基づき、経済産業
省より指示のあった中期目標（平成１３年度から平成１７年度の５年間）の内容に基づ
き、同法第３０条に基づき中期計画を定め、その達成に向けて目下、努力しているとこ
ろである。本事業報告書は、平成１４年度における事業実績を報告するものである。

Ⅰ．独立行政法人製品評価技術基盤機構の概要
１．業務概要
( )目的1

機構は、工業製品等に関する技術上の評価等を行うとともに、工業製品等の品質
に関する情報の収集、評価、整理及び提供等を行うことにより、工業製品等の品質
の向上、安全性の確保及び取引の円滑化のための技術的な基盤の整備を図り、もっ
て経済及び産業の発展並びに鉱物資源及びエネルギーの安定的かつ効率的な供給の
確保に資することを目的とする 独立行政法人製品評価技術基盤機構法 以下 機。（ （ 、「
構法」という ）第１条）。

( )業務の範囲（機構法第１１条）2
①工業製品その他の物質に関する技術上の評価
②工業製品その他の物質に関する試験、分析、検査その他これらに類する事業を
行う者の技術的能力その他の当該事業の適正な実施に必要な能力に関する評価

③工業製品その他の物資の品質に関する技術上の情報の収集、評価、整理及び提
供

④①の評価の技術に関する調査及び研究
⑤①～④の業務に附帯する業務
⑥工業標準化法（昭和２４年法律第１８５号）第２２条第１項（第２５条第３項

において準用する場合を含む 、第３８条第１項及び第５２条第１項の規定に。）
よる立入検査並びに第２５条の４第１項第５号、第４０条第１項第９号及び第
５４条第１項第８号の規定による検査

⑦ガス事業法（昭和２９年法律第５１号）第３９条の１７第１項第８号の規定に
よる検査並びに第４７条第１項及び第３項の規定による立入検査

⑧電気用品安全法（昭和３６年法律第２３４号）第４２条の４第１項第８号の規
定による検査又は質問並びに第４６条第１項及び第２項の規定による立入検査
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又は質問
⑨家庭用品品質表示法（昭和３７年法律第１０４号）第１９条第１項の規定によ

る立入検査
⑩液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律（昭和４２年法律第

１４９号）第６４条第１項第８号の規定による検査又は質問並びに第８３条第
１項及び第５項の規定による立入検査又は質問

⑪消費生活用製品安全法（昭和４８年法律第３１号）第３０条第１項第８号の規
程による検査並びに第８４条第１項及び第２項の規程による立入検査

⑫計量法（平成４年法律第５１号）第１４８条第１項及び第２項の規定による立
入検査（同法第１４４条第１項に規定する認定事業者に対するものを除く ）。

⑬化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律（平成７年法律第６５号）
、第３０条第５項の規定による立会い及び第３３条第１項の規定による立入検査

質問又は収去
⑭特定機器に係る適合性評価の欧州共同体及びシンガポール共和国との相互承認

の実施に関する法律（平成１３年法律第１１１号）第３７条第４項の規定によ
る立入検査又は質問

２．事務所の所在地
・東京本所

151-0066 2-49-10〒 東京都渋谷区西原
03-3481-1921代表番号

・生物遺伝資源センター
292-0812 2-5-8〒 千葉県木更津市かずさ鎌足

0438-52-2318代表番号
・筑波技術センター

305-0044 1-2〒 茨城県つくば市並木
0298-49-0500代表番号

・北海道支所
〒 北海道札幌市北区北八条 札幌第一合同庁舎060-0808 2-1-1

011-709-2324代表番号
・東北支所

983-0833 4-5-18〒 宮城県仙台市宮城野区東仙台
022-256-6423代表番号

・北関東支所
376-0042 3-7-4〒 群馬県桐生市堤町

0277-22-5471代表番号
・中部支所

〒 愛知県名古屋市中区三の丸 名古屋合同庁舎第２号館460-0001 2-5-1
052-951-1931代表番号

・北陸支所
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〒 石川県金沢市西念 金沢駅西合同庁舎 階920-0024 3-4-1 7
076-231-0435代表番号

・近畿支所
〒 大阪府大阪市中央区大手前 大阪合同庁舎第 号館別館540-0008 4-1-67 2

06-6942-1112代表番号
・中国支所

〒 広島県広島市中区八丁堀 広島合同庁舎第 号館730-0012 6-30 3
082-211-0411代表番号

・四国支所
〒 香川県高松市番町 高松第一地方合同庁舎760-0017 1-10-6

087-831-2671代表番号
・九州支所

815-0032 2-1-28〒 福岡県福岡市南区塩原
092-551-1315代表番号

３．資本金の状況
機構の資本金は平成１４年度末で１９０億７２３６万２６５０円となっている。
平成１４年度期首においては、１７０億７４７７万３３５０円であったが、平成

１５年３月２８日付で１９億９７５８万９３００円の追加現物出資をうけた。

４．役員の状況
定数：５人（理事長１、理事２、監事２）
機構法第７条 機構に、役員として、その長である理事長及び監事２人を置く。

２ 機構に、役員として、理事２人以内を置くことができる。
（平成１５年３月３１日現在）

役 職 氏 名 任 期 主 要 経 歴

理事長 齋藤紘一 ２年 通商産業省大臣官房付（環境庁長官
官房審議官)
（財）日本規格協会 専務理事

理 事 茂木保一 ２年 経済産業省製品評価技術センター
化学物質安全管理センター長

理 事 大石道夫 ２年 （現：財団法人かずさＤＮＡ研究所
所長）

監 事 村瀬盛夫 ２年 通商産業省大臣官房付（昭和５７年
９月退職）
（現：新エネルギー・産業技術総合
開発機構 非常勤顧問）

監 事 樋口敬一 ２年 （現：三菱化学株式会社 顧問）
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５．職員の状況
機構の平成１３年度末常勤職員数は４０８名、平成１４年度は、製品評価技術基盤

機構の業務の本部機能を充実し、事業の選択と集中を実施し、体制強化のために、バ
イオ分野、化学分野の事業支援体制のために１６名の増員を行うとともに、事業の効
率化の観点から他分野で１６名の減員を実施した。対前年比は１００％である。

平成１４年３月末 平成１５年３月末
常勤職員 ４０８名 ４０８名
非常勤職員 ５８名 １４３名
うち法律顧問等 ３名 ３名

外部研修生 ８名 ４名
派遣技術専門家 ２７名 ３４名
技術補助員等 ２０名 １０２名

６．設立の根拠となる法律名
独立行政法人通則法（平成１１年法律第１０３号）及び独立行政法人製品評価技術

基盤機構法（平成１１年法律第２０４号）

７．主務大臣
経済産業大臣

８．沿革
・平成１３年４月 独立行政法人製品評価技術基盤機構設立

（備考）

独立行政法人製品評価技術基盤機構の前身は次の図のとおり。

独立行政法人製品評価技術基盤機構（平成１３年４月設立）

製品評価技術センター（平成７年１０月改組）

通商産業検査所（昭和５９年１０月設立）

工業品検査所 繊維製品検査所

（昭和２７年８月設立） （昭和２３年１１月設立）

化学製品検査所 機械金属検査所

昭和２６年４月名称変更 （昭和２６年４月名称変更）（ ）

輸出毛織物検査所

日用品検査所 （昭和１５年１２月設立）

（昭和２３年１１月設立）

輸出絹織物検査所

試薬検査所 機械器具検査所 （昭和３年１月設立）

昭和２３年９年設立 （昭和２３年１０月設立）（ ）
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Ⅱ．業務の進捗状況
１．当該事業年度の業務の実施状況
ａ）業務運営の効率化に関する目標を達成するためにとるべき措置
●期初において実施している業務の効率化を図るため、可能な限り配置転換による
人員の充当、外部人材の活用に努めたこと、また、支所スペース縮小などにより、
昨年度から実施している業務について、目標を上回る約２％の効率化を達成した。
( )共同研究等1

①バイオテクノロジー分野：
以下のゲノム解析において共同研究を実施している。単独で実施する場合と

比較すると効率的な業務運営が可能となり、その結果生物遺伝資源に係る情報
の高付加価値化業務を加速化することが可能となった。

・ブドウ球菌： 順天堂大学
(※１)・麹菌： (財)日本醸造協会を中心としたコンソーシアム

・ブレビバチルス属細菌： 東京農業大学等
・磁性細菌： 東京農工大学
・微生物遺伝資源ライブラリーの開発プロジェクト（ロドコッカス属細菌 ：）

(財)バイオインダストリー協会（ＪＢＡ）
共同研究分担； ＮＩＴＥ： 全塩基配列の決定等

民間企業等各試験研究機関： 遺伝子の機能解析
(※１)（財）日本醸造協会を代表に次の機関が参画。

・企業８社： 協和発酵工業、大関、月桂冠、キッコーマン、ヒゲタ醤
油、アクシオヘリックス、天野エンザイム、インテック
ウェブアンドゲノム

・大学４大学： 東北大学、東京大学、東京農工大学、名古屋大学
・研究機関３機関：酒類総合研究所、食品総合研究所、産業技術総合研

究所
ゲノム解析以外のプロジェクトでは、以下のとおり。
・タンパク質機能解析プロジェクト ： (社)バイオ産業情報化コンソーシア
ム（ＪＢＩＣ）

・遺伝子組換え体の産業利用におけるリスク管理に関する研究プロジェク
ト： (財）バイオインダストリー協会（ＪＢＡ）

・ゲノム情報に基づいた未知微生物遺伝資源ライブラリーの構築プロジェク
ト： 山之内製薬(株)、味の素(株)、メルシャン(株)、環境エンジニアリン
グ(株)

・標準ＳＮＰｓ頻度解析プロジェクト： (社)バイオ産業情報化コンソーシア
ム（ＪＢＩＣ）

②化学物質管理分野：
化学物質のリスク評価及びリスク評価手法の開発業務においては、独立行政

法人産業技術総合研究所及び財団法人化学物質評価研究機構との連携の下、初
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期リスク評価及び詳細リスク評価 を実施しており、三者の十分な連携により注１）

、 。円滑に業務を遂行するため 共同研究体を構成し業務の促進と効率化を図った
また、本業務のうち、放出シナリオ の作成については、従来から化学物質注２）

のライフサイクルから放出シナリオの研究を行っている東京大学生産技術研究
所と共同研究を行い、業務の効率化を図った。
注１）初期リスク評価：化学物質のリスクは、化学物質の持つ有害性の大き

さの評価と共に、人や環境生物がどの程度化学物質に暴露されるかの評価
を行い、これらを総合して評価したものである。初期リスク評価とは、毒
性データ、モニタリングデータ、暴露濃度データ等を収集整理し、解析し
た結果を基に第１次のリスク評価を行うもの。

詳細リスク評価：初期リスク評価において、ある程度リスクが高いと判
断された物質について、より詳細なデータ解析を行いリスク評価を行うも
の。

注２)放出シナリオ：化学物質が製造され、製品化、使用、廃棄にいたる各段
階において、環境中にどの程度その化学物質が放出されるかを解析したも
の。

③適合性評価分野：
(ｱ)認定関係業務

関連機関の専門家を外部審査員・技術アドバイザーとして平成１３年度末
１５１名を登録し、平成１４年度に２６名の追加登録を行い、合計で１７７
名となった。平成１４年度は、ＪＮＬＡ、ＪＣＳＳ、ＭＬＡＰの合計で１９
７件の審査、 での再評価等のうち１６４件（延べ５６９名中１７JIS Q 17025
３名）に当該専門家を活用し、アウトソーシングに努めた。この結果、新規
分野や特殊分野に対して常勤審査員の新規雇用の抑制が可能となり、業務経
費の効率化を実施した。

(ｲ)標準物質関係業務
(独)産業技術総合研究所において開発した値付け方法、保存条件等のノウ

ハウを引継ぎ、純物質系標準物質の維持・管理をするとともに、専門家によ
る合同会議を３回実施し意見交換を行った。この結果、純物質系標準物質の
維持・管理を行うための新たな値付け方法の開発、保存条件等の設定のため
の測定実施を省略することができ、業務経費の効率化を実施した。

(ｳ)情報セキュリティ関係業務
認証業務についての技術的調査に情報処理振興事業協会を、認証に４名、

ＳＴ確認に６名活用した。
また、認定業務について同協会の専門家６名を外部技術アドバイザーとし

、 。て平成１３年度に登録しており このうち２名を認定業務の運用に活用した
これらの結果、常勤審査員の新規雇用の抑制が可能となり、業務経費の効率
化を実施した。
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④人間生活福祉分野：
(ｱ)製品安全関係業務

消費生活センターとの定例会議の開催、消費生活センターへのテスト技術
支援の実施、商品テスト機関ブロック会議の開催等あらゆるチャンネルを活
用して連携を深めることにより迅速かつ効率的な事故情報の収集に努めた。

さらなる情報収集の効率化のためにクリッピングサービスによる情報の収
集を試行した結果、有効な情報が少なかったことから、この方法の導入をと
りやめることとした。
また、製品事故の原因究明技術の高度化を図るため、焼損残存物質の炭素

結晶構造の分析について群馬大と共同研究を行い、これにより分析機器に係
る経費を抑制した。

(ｲ)標準化関係業務
独立行政法人産業技術総合研究所と共同事業契約を締結して役割分担を行

い、同研究所との共同利用施設である「くらしとＪＩＳセンター」を活用す
るなど外部機関との協力・連携を実施し、業務の促進と効率化を図った。
・金属系材料の腐食・疲労試験法の標準化（産総研との共同）
・高周波領域の基準聴覚特性の標準化 （同上）
・有効視野と視認性評価方法の標準化 （同上）
・生体親和性インプラント材料のテクノロジーアセスメント技術の開発

（産総研との共同・京都大等と協力・連携）
・高分子材料の破壊挙動判別手法の標準化

（山形大学、明治大学、大阪市工研と協力・連携）
・繊維製品中の染料によるアレルギー性接触皮膚炎の原因物質分析方法の
標準化 （名古屋大学と協力・連携）

( )事務負担の軽減2
①情報化の推進

○人事・給与システムと文書管理システムについて、効率化を次のとおり実
施した。
(ｱ)人事・給与システム：

財務会計システムと人事・給与システムとの連携する機能を開発し、会
計システムにおいて人事異動等についての情報の随時更新を可能とすると
ともに、給与システムに日額職員支払い機能及び新共済掛金制度の実施に
合わせた掛金控除機能を追加することにより、二重入力の排除、作業の統
一が図られ、事務負担が軽減化された。

さらに、時間外勤務の集計を行う時間外管理システムを開発し、給与シ
ステムと連携させることにより入力、集計の作業が不要となり事務負担が
軽減化された。

(ｲ)文書管理システム：
文書管理システムについて 独法等情報公開法に対応する外部への公開・、

検索システムを開発するとともに、ホームページでの公開について、法人
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文書の開示の項目と諸活動に関する情報提供の項目とに区分し、他の項目
とのデザインを統一することにより、ユーザーにとって見やすく、検索し
やすいものとした。

○ＬＡＮシステムの導入について、次のとおり実施した。
ＮＩＴＥ－ＬＡＮシステムは高額な政府調達であるため、平成１４年４月

に意見招請のための官報公示を開始し、以降、入札説明会、質問の受付・回
答、機能証明書の提出・審査及び回答等の調達行為を経て、９月の開札にお
いて富士通ビジネスシステム（株式会社）が落札した。その後、３月１日か
らの円滑な運用開始に向けて、２月初旬までミニシステム（プロトタイプ）
により最適な運用環境を構築し、２月１０日から機器の全国展開及び全職員
に対し導入時研修を実施し、予定どおり運用を開始した。

また、３月に上記システムで用いるネットワーク回線（専用回線）を有効
利用し、テレビ会議システムを全拠点に導入した。これにより出張等をせず
リアルタイムでの拠点間会議や打合せが実施可能となった。

②自動化設備等の導入
新設されるＮＩＴＥ－ＬＡＮ構築時に事故情報関係データを整理している光

ファイリングシステムを関係各課・支所の担当者が迅速に同種事故情報の調査
に利用できるようにするため、セキュリティを確保できるよう最適な接続状態
を検討した。その結果、技術的には可能であるが、個人情報保護法の法制化の
動向を鑑み、さらにアクセス権限の付与等の運用管理について詳細な検討が必
要となったため、今年度の接続を見送り、平成１５年度に、さらにアクセス権
限の付与等の運用管理について詳細な検討を行った上適切な管理状態での利用
を可能とすることととした。
③意志決定手続の簡素化と機動的内部組織の構築等
○新規業務の追加に係る処理体制としては、生物遺伝資源の分譲、寄託等の
事務及び安全寄託の契約に関する意思決定の権限を生物遺伝資源センター長
に委譲し、また講習業務及び化粧品原料等品質証明確認業務についても、セ
ンター所長の専決処理とする等簡素化を図った。

また、現行業務についての見直しとしては、財務会計の収入について、金
額の些少なものについてはセンター所長に権限を委譲する等、細分化するこ
とにより、簡素化を行った。
○中期目標に基づく新規業務及び既存業務のうち業務量の増加しているもの
に対しては、中期計画に基づき、既存業務の合理化を図ることにより可能な
限り配置転換による人員を充てるとともに、外部人材の活用を積極的に図る
ことにより対応した。
(ｱ)本部の充実

人間生活福祉部門本部の大阪への移転、支所の合理化等を図り、昨年度２
３５名から、２７７名と４２名本部職員を増員した。

・本部の人員配置 平成１５年３月末現在（ ）は昨年の数）（
バイオテクノロジー部門 ７５名（５８名）
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化学物質管理部門 ４２名（４１名）
適合性評価部門 ４７名（４６名）
人間生活福祉部門 ６７名（４６名）
企画管理部門 ４６名（４４名）

(ｲ)支所スペースの縮小・整理によるスペースの有効活用を昨年度より進めて
いるが、今年度北陸支所の一部（福井市部分）を閉鎖することにより、光熱
水料について約４０万円の効率化が図られるとともに、昨年度のスペース縮
小の効果として今年度合同庁舎分担金が約６６０万円負担減となった。
北陸支所 約１７００㎡ → 約１０００㎡（昨年度実施分とあわせ、約１
９００㎡の整理）

●期中に新たに発生又は業務量が増加した以下の業務について、効率化した資金、
人的資源を充当した。
( )知的財産管理体制の整備3

知的財産管理体制の整備として、平成１４年９月に「法務・知的財産室」を立ち
上げ、顧問弁護士とともにＮＩＴＥにおける知的財産戦略を推進している。具体的
には、知的財産のシェアについては、研究コスト負担割合、発明の中核となるアイ
デアの提供及び発明実現に至る貢献度等の要素を勘案し決定することとした。
また 外国特許出願をＮＩＴＥ単独で出願する場合については 内部審査体制 上、 、 （

述の 「法務・知的財産室」と顧問弁護士等を含めた関係者による ）を整備し､ 出、 。
願国、市場性及び実用性等を勘案し出願を決定することとした。ただし、外国特許
出願を共同で出願する場合については、費用負担も勘案し柔軟に対処することをと
り決め、それぞれ対応している｡

なお、研究成果のノウハウ及びトレードシークレットについては、各共同研究事
業ごとの契約書において規定したところ。

さらに、ＮＩＴＥの職務発明規程の見直しを行い、権利がＮＩＴＥに帰属するこ
とを定めるほか、補償金支払いについての要領を定めた。また、特許実施料収入に

、 、 。ついては 補償金 特許手続き費用及び研究費への財源として充当することとした
( )国民の幅広い理解を得るための取り組み4
また、ＮＩＴＥの事業について国民の幅広い理解を得るために、次のような取り

組み（ ）を実施した。visibility
①情報公開

平成１４年１０月の独法等情報公開法施行への対応として、法人文書ファイ
ル管理簿の作成、情報公開相談窓口の整備及び情報公開ホームページの作成等
を行い、施行日には十分な体制を整えた。さらに、規程等の情報もあわせて積
極的に公開している。

また、近畿支所の入居している合同庁舎において、入居機関が合同で「情報
」 、 、 、公開案内センター を設置し ＮＩＴＥも積極的に参加 運営することにより

、 。単独で情報公開の案内事務を行う必要がなくなり 事務の効率化につながった
、 、 、 。なお 同案内センターには 本所と同様に財務諸表等 資料を設置している
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平成１４年度のＮＩＴＥホームページへのユーザーからのアクセス件数は、
月平均で約５２１，４００件（昨年同期比１３８％増）に上っている （企画管。
理：９％、バイオ：７％、化学：４３％、適合：２８％、生活・福祉１３％）
②広報活動

○Ｗｅｂを活用し、積極的に情報提供を実施している。
・ホームページ（ ： ）の活用http //www.nite.go.jp/
・採用情報ページを新たに設け、積極的なリクルート活動に寄与
・情報公開ホームページを作成(再掲)し、財務諸表等の諸活動に関する情報
を積極的に開示
・お知らせ欄を積極的に活用し、新鮮な情報を提供するとともに、ユーザビ
リティを重視したページへの更新を準備（平成１５年４月１日予定）
○ホームページモニター制度のモニター結果を踏まえ、ユーザを重視した措
置（ホームページのデザイン変更、情報の追加等）を積極的に実施し、未対
応部分の今後の対応策を含め報告書として取りまとめた。また、今年度もモ
ニター制度を継続し、ユーザの意見の吸い上げ、必要に応じ対応策の策定を
行った。
○ホームページ作成のためのマニュアルを発行することにより、より統一感
のあるウェブサイト構築を行った。
○ＮＩＴＥ業務の近況等をまとめたニューズレター（ＮＩＴＥＮＥＷＳ：季
刊）を今年度４回（累計８回）発行した。
○ＮＩＴＥの業務の実績についてマスコミ等に積極的にプレスリリースし、
これまで 教育テレビ「ＥＴＶ２００３」等、合計で９６件（新聞、ラNHK
ジオ、テレビに６９件、雑誌に２７件）取り上げられた。
○各部門において成果報告会、セミナー等を開催し、ＮＩＴＥ成果の普及に
努めた。
・ゲノムインフォマティクス技術の成果発表会（１１月）
・製品安全に関する成果発表会（１２月）
・化学物質管理に関する成果発表会（１５年２月）
・試験所・校正機関認定技術セミナー(１５年３月）
○見学者への対応

３月末までに、昨年（約千人）に比べ３倍近い約２８００人の見学者が訪
、 、 、 。れ 見学対応として 業務及び成果等の説明を行う等 理解の促進に努めた

③学会等での活動
学会等における実績は以下のとおりである。

・各種学会及び学会誌等による発表：５１件
・講演会等における講演：８０件
・シンポジウムの開催：ＮＢＲＣ開設記念シンポジウム（１４年５月）

ｂ）国民に対して提供するサービスその他業務の質の向上に関する目標を達成するた
めに取るべき措置
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( )バイオテクノロジー分野1
①生物遺伝資源に係る情報等の提供

●生物遺伝資源の収集・保存等
【生物遺伝資源保存数】
○平成１３年度末までの保存数

・微生物：２，１９９株
○平成１４年度新規保存数

・微生物
財団法人発酵研究所（ＩＦＯ）からの譲渡：１５，０７６株
外部に委託収集：９８株
一般寄託：５３株
自ら分離・収集：７７５株

小計：１６，００２株
微生物合計：１８，２０１株（１４年度末累計）

・ＤＮＡクローン
ＮＩＴＥでのゲノム解析により作成されたもの：１０，１７４クロー
ン

○平成１４年度末保存件数：２８，３７５件
【現在収集活動を実施しており、平成１５年度以降実績となるもの】

①「ゲノム情報に基づいた未知微生物遺伝資源ライブラリーの構築プロジェ
クト（経済産業省公募：平成１４～１８年度 ：１，２００株の微生物を）」
収集。培養ブロスの作成に着手。

②「石油精製汚染物質低減技術調査等委託費（経済産業省より受託：平成１
４～１６年度 ：脱硫菌２３株を収集。）」

③「新エネルギー物質生成技術調査等委託費（経済産業省より受託：平成１
４～１６年度 ：水素生成菌１５株、メタン生成菌５株を収集。）」
なお、①で収集した微生物は種又は属レベルまでの同定がまだ終了して

いないため、現時点では中期目標である約５万の生物遺伝資源の保存数に
含めていない。また、②③については、本事業が終了する１６年度末以降
の分譲となるため、①と同様に現時点では中期目標である約５万の生物遺
伝資源の保存数に含めていない。

【その他の実績】
○「インドネシア・タイにおける菌類の分類学的研究 （国立環境研究所か」

らの再委託：平成１４～１６年度 ：インドネシア等とプロジェクト・ア）
グリーメント（ＰＡ について交渉した。）（※１）

○国家プロジェクトであるヒトゲノム多様性解析プロジェクトの「完全長ｃ
ＤＮＡ構造解析事業（事業年度：平成１１～１３年度 」により得られた）
ヒトｃＤＮＡクローンのうち２４，０６１個の寄託を受け、このうち日本
ＤＮＡデータバンク（ＤＤＢＪ）から塩基配列のデータが公開されている

， 。（ ）１７ ０６３クローンについて分譲を行っている 分譲開始は９月から
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これまでに１４クローンを分譲した。
○「タンパク質機能解析プロジェクト（ＮＥＤＯ事業：平成１２～１６年

度 ：ｃＤＮＡクローンの長期保存技術の開発に着手した。平成１５年度）」
も引き続き、長期保存技術の開発を行う。
(※１)：個別プロジェクトにおける共同研究の同意書。

●国内外の機関との関係
○インドネシア共和国

生物遺伝資源の研究開発を実施するための包括的覚書（ＭＯＵ）に基づい
て、課題の選定及び素材移転契約(ＭＴＡ)を含むＰＡの作成及び締結に向け
ての協議を実施し、１５年度初めには締結の予定。

参考：生物多様性条約(ＣＢＤ) に基づくＭＯＵは、平成１３年度に締(※２)

結済み。
○ミャンマー

平成１４年度からＰＡによる共同研究を実施するための協議を開始。
○生物遺伝資源アクセス小委員会

ＭＴＡ及びＰＡをはじめとしたプロジェクト合意書の作成について議論す
るとともに、東南アジアを中心とする各国のＣＢＤに対する国内外への対応
について調査と研究を行い、ＣＢＤに対するＮＩＴＥの基本姿勢を定めた。

(※２)：この条約は、生物の多様性の保全、その構成要素の持続可能な利
用及び遺伝資源の利用から生ずる利益の公正かつ衡平な配分を実現す
ることを目的に１９９２年５月に定められた条約で、２００２年８月
現在日本を含む１８４ヶ国がこの条約に加盟。遺伝資源の生息域内状
況において遺伝資源を有する国にその権利があるというもの。

●データベースの整備
○生物遺伝資源管理システム（ システム）の開発（平成１３～１NBRC-DB
７年度）
・平成１４年度は、平成１６年度公開を目標に、平成１３年度に開発を行っ

た各種微生物データの管理部分( システム基本システム)の第１NBRC-DB
回実証評価を、ＩＦＯから譲渡された微生物データの一部を用いて実施し
た。これにより業務への適合性、蓄積データの過不足、データ管理法及び
操作性に関する問題点等の洗い出しを行った。その結果、分離源情報管理
の強化及びデータの管理法変更が必要であることがわかった。

・微生物探索業務の立ち上げに伴い緊急性を有する分離源情報管理の強化へ
の対処として、 システムに分離源（土及び湖沼の水等）そのもNBRC-DB
のについての収集時の状況（採取者、場所、採取方法及び気候等）を一元
的に管理する「分離源情報管理サブシステム」を追加した。

・データ管理法の変更ついては、平成１５年度に改修を行う予定。
・第２回運用評価に向けＩＦＯから譲渡された微生物データのすべてを

、 ， 。NBRC-DB に格納する作業も実施し １５ ０６０株のデータを格納した
○「完全長ｃＤＮＡ構造解析プロジェクト」の成果であるｃＤＮＡの寄託に
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ともない、ｃＤＮＡに関するデータを分譲情報とともに提供できるよう環境
、 （ ， ）整備し 寄託を受けたヒトｃＤＮＡクローンすべて ２４ ２６４クローン

のデータ及びアノテーション情報を公開可能とした。
○遺伝子組換え体の産業利用におけるリスク管理に関する研究プロジェクト
（経済産業省公募：平成１４～１８年度）

ＪＢＡが主催するリスク管理研究委員会（親委員会）やデータベース分科
会に出席し、その場で討議された「遺伝子組換え体の安全性に関するデータ
ベースシステム開発」に関する基本方針をもとに、ＮＩＴＥが主催する学識
経験者等から構成するシステム分科会を開催し、科学的・客観的なデータ
ベースとするための入出力情報のあり方及び検索しやすいレコードフォー
マットの策定並びにデータベースとしてのコスト面及び維持更新面において
最適なシステム構成を検討した。
○平成１４年度分譲実績

４月より微生物ＤＮＡクローン、７月から微生物の分譲を開始した。
微生物 ： １，６０３件 ５，５１８株
ＤＮＡｸﾛｰﾝ ： １８クローン（有償：６株、無償：１２株）

②生物遺伝資源に係る情報の高付加価値化等
【ゲノム解析に関する実績】

○平成１４年度実績
bp市中獲得型メチシリン耐性黄色ブドウ球菌 ：２．８Ｍ（※１）

・日本ＤＮＡデータバンク（ＤＤＢＪ）へ登録。
・５月にデータベースを公開。

bp○平成１３年度実績：１７．７Ｍ
○合計：２０．５Ｍ （１４年度実績＋１３年度実績）bp

【現在ゲノム解析を実施しており、１５年度以降に実績となるもの】
○糸状菌（麹菌 ：塩基配列の確定作業を実施中。）（※２）

○ブレビバチルス属細菌 ：仮想ゲノムを構築中。（※３）

○ブドウ球菌 ：既に解析済みのブドウ球菌とのゲノム比較に用いる塩基（※４）

配列の精度としては十分な成果が得られている状況であり、平成１５年度中
にＤＤＢＪ登録及びデータベース公開を行う予定。
○磁性細菌 ：４月から東京農工大学との連携事業の一貫でゲノム解析に（※５）

着手し、これまでにドラフトシーケンスを終了。現在、塩基配列の確定作業
を実施中であり、最終的には１６年度中を目途に解析を終了する見込み。
○「微生物遺伝資源ライブラリーの開発事業（ＮＥＤＯ事業：平成１３～１
７年度 ：次世代非水系宿主として有用なロドコッカス属細菌 を解析対）」 （※６）

象菌とすることとし、これまでにドラフトシーケンスを終了した。
【ゲノム解析以外の実績】

○ＮＩＴＥがゲノム解析を実施した産業有用微生物のタンパク質を網羅的に
解析（プロテオーム解析）するため、平成１４年度は、その準備として発現

（※７）タンパク質が最も研究されている大腸菌（Escherichia coli K-12 W3110）
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をプロテオーム解析のモデル微生物として実施し、ペプチドマスフィンガー
プリント法 、多次元クロマトグラフシーケンスタグ法 及びショット（※８ （※９））

ガンプロテオーム法 の３方法を実施することとした。これら方法には（※ ）10

それぞれ解析対象とするタンパク質に特徴があり、３方法を同一試料に対し
て適応することで、全体として網羅的な解析が可能となる。

効率的なプロテオーム解析を実施するため、自動化装置を含めた解析設備
を設置した。

これまでに ペプチドマスフィンガープリント法 ショットガンプロテオー、 、
ム法による測定を終了した。現在までのデータの解析の結果、約３５０種の
タンパク質を検出し、４５種類のタンパク質を確定した。２方法の間で確定
できるタンパク質の種類が異なっていることから、双方が補い合う関係であ
ることが確認された。
○ＮＩＴＥで整備したゲノム解析情報にタンパク質の発現頻度情報等の産業
化に必要な情報を付加するための研究施設を、千葉県木更津市の生物遺伝資
源センター（ＮＢＲＣ）に隣接して建設し、平成１４年度末に国から追加出

。 、 、資を受けた また 追加出資を受けた後スムーズに事業が開始できるように
ＮＩＴＥでゲノム解析を実施した好熱性古細菌をはじめとする産業上有用な
微生物に関する情報等、ＮＩＴＥの有する研究シーズ（ゲノム解析による知

） 、的基盤及び生物遺伝資源等 を活用する事業の共同研究先を公募により募り
共同研究先を選定した。
○ヒトゲノム多様性解析プロジェクト（ミレニアム・プロジェクト）の「標
準ＳＮＰｓ頻度解析プロジェクト （事業年度：平成１１～１３年度であっ」
たが事業を３ヶ月間延長 ：１３年度に引き続き２万ＳＮＰのタイピングを）
実施し事業開始以来合計１０万ＳＮＰのタイピングを完了させた。この結果
はミレニアム・プロジェクトの成果として東京大学医科学研究所及び科学技
術振興事業団（ＪＳＴ）の運営する多型情報データベース（ＪＳＮＰデータ
ベース＝ ）から公開されている。http://snp.ims.u-tokyo.ac.jp/index_ja.html

Staphylococcus（※１ ：市中獲得型メチシリン耐性黄色ブドウ球菌ＭＷ２（）

（２．８ ）aureus MW2 Mbp）

ブドウ球菌の比較ゲノムプロジェクトの一環で解析されたもの。１３年度

に解析した は院内感染菌種であったが、本菌は日常の環境に分布するN315
菌種であり、１９９７～１９９８年にかけて４人の子供を重症敗血症などで

死亡させた毒性の強い病院外の日常において感染するメチシリン耐性黄色ブ

ドウ球菌。ゲノム解析により、薬剤耐性の仕組みの解明とゲノム創薬への貢

献が期待される。なお、当該解析は海外の解析機関と競争を行っていた関係

で外部への公表を控えていたため、１４年度計画には記載していなかったも

のである。

（※２ ：麹菌（ （３７ ）） ）Aspergillus oryzae Mbp
酒、味噌、醤油の製造に昔から利用されており、その安全性から医薬品そ

の他の産業利用を期待されている。我が国でゲノム解析した微生物では最大
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級である。

（※３ ：ブレビバチルス属細菌（ （６．４ ）） ）Brevibacillus brevis Mbp
産生物を菌体外に出す特性をもち、宿主としての工業利用に有効なため、

産業界から解析の期待が高い菌である。

（※４ ：ブドウ球菌（ （２．７ ）） ）Staphylococcus haemolyticus Mbp
抗生物質に耐性を持つブドウ球菌の１種で、ブドウ球菌の比較ゲノムプロ

ジェクトの一環として解析中のもの （なお、１４年度計画では「表皮ブド。

ウ球菌」との記載であったが、学術的な表現として適切ではないことが判明

したため 「表皮」を削除した ）、 。

（※５ ：磁性細菌（ （５．３ ）） ）Desulfovibrio magneticus RS-1 Mbp
その菌体内に５０～１００ のマグネタイト（主成分は鉄の酸化物からnm

なり、薄い膜で覆われている）の微粒子が連なったマグネットソームを保持

する独特の特性を持つ微生物である。その生産する磁気微粒子を使って、抗

体及び酵素の固定による医療分野、工業分野で応用が期待されている。

（※６ ：ロドコッカス属細菌（ （７ ）） ）Rhodococcus erythropolis Mbp
バイオプロセスによる酸化還元反応、加水分解反応及び脱離反応を非水系

で実現するために必要な次世代宿主候補の開発を目的として解析が期待され

ている菌であり、有機溶媒耐性が高いと考えられている。

（※７ ：大腸菌（ ）） Escherichia coli K-12 W3110
国立遺伝学研究所生物遺伝資源情報センターから提供を受けたもの

で、我が国で塩基配列が解析されたもの。
（※８ ：ペプチドマスフィンガープリント法）

二次元ゲル電気泳動法及び飛行時間型質量分析計を用いるプロテ
オーム解析法で最も広く用いられている。高分離能であり、一度で千
程度のタンパク質を検出できるが、水に溶解した試料を用いるため、
水溶解性タンパク質の解析に適する。

（※９ ：多次元クロマトグラフシーケンスタグ法）
高速液体クロマトグラフ及びエレクトロスプレーイオン化質量分析

計を用いる方法である。二次元ゲル電気泳動法を高速液体クロマトグ
ラフへ置き換え、タンパク質の生成量の把握、高速酵素消化処理がで
きるようにした方法である。水溶解性タンパク質の解析に用いる。

（※ ：ショットガンプロテオーム法10）
一次元電気泳動及びエレクトロスプレーイオン化質量分析計を用い

る方法である。試料を界面活性剤により溶解し、分子量により分離・
精製するため、水溶解性、脂溶解性タンパク質の解析ができる方法と
して期待されている。ペプチドマスフィンガープリント法と併用する
ことで、タンパク質の同定率を向上させることが、可能である。

●市中獲得型メチシリン耐性黄色ブドウ球菌については、５月の英国医学専門
誌「 」への論文の掲載に合わせ、ＤＤＢＪからのデータ公開及びＮThe Lancet
ＩＴＥホームページ上でデータ公開を行った。
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なお、ブドウ球菌の耐性獲得機構の解明及び全ゲノム塩基配列決定の功績に
より、共同研究先が第５５回日本医師会設立記念医学大会において 「日本医、
師会医学賞」を受賞した （１４年１１月）。

放線菌（ （＝ ）については、共同研究Streptomyces avermectinius avermitilis）
先の論文発表時期に合わせてＤＤＢＪ及びＮＩＴＥホームページ上でデータ公
開を行うための準備を行った。

また、コリネ菌については、塩基配列及び遺伝子領域の推定等のゲノム解析
情報の更新作業を行い、共同研究先の論文投稿時期に合わせてＤＤＢＪからの
データ公開とＮＩＴＥホームページからの公開を行った。
今年度は、ゲノム解析関係で以下に挙げる論文を発表した。
・黄色ブドウ球菌（ ： （英国 ：医学Staphylococcus aureus MW2 The Lancet） ）

《ｲﾝﾊﾟｸﾄﾌｧｸﾀｰ： 》13.251
また、ＮＩＴＥがホームページ等で公開しているゲノム解析情報を引用した

以下の３つの論文が海外学術雑誌に掲載された。
・嫌気性超好熱古細菌（ ： （英国 ：立体Pyrococcus horikoshii OT3 Structure） ）

構造学《ｲﾝﾊﾟｸﾄﾌｧｸﾀｰ： 》6.903
・嫌気性超好熱古細菌（ ： （独 ：Pyrococcus horikoshii OT3 Extremophiles） ）

極限微生物学《ｲﾝﾊﾟｸﾄﾌｧｸﾀｰ： 》2.291
OT3 Journal of・嫌気性超好熱古細菌（ ：Pyrococcus horikoshii ）

（米国 ：生化学《ｲﾝﾊﾟｸﾄﾌｧｸﾀｰ： 》Biological Chemistry 7.258）
一方、ＮＩＴＥホームページからのゲノム情報のデータ公開に関しては、新

規に付加すべき機能やデータの質についてユーザー等に対するアンケート調査
を実施し ニーズの発掘を行った 調査結果を参考にし ゲノム情報をよりユー、 。 、
ザーが利用しやすい形で提供するための新たなデータベースシステムの開発を
実施しており、これまでに第一次公開として、遺伝子及びタンパク質に関する
情報及び検索機能を大幅に追加するというデータ量の向上及びゲノム全体の遺
伝子の位置関係を自由な範囲で検索できる機能等の質の向上を行った。

なお、新たなデータベースシステム については、引き続き、さらなる（※ ）11

改良に向けた取組みを実施する。
特許出願については、麹菌について国内外を併せ１４件の共同出願を行い、

放線菌について国内特許出願に続いてアメリカ、カナダ、韓国及び欧州に対し
海外特許出願を行った。

（※ ：新データベースシステム11）
これまで、ＮＩＴＥから公開しているゲノム情報データベース

（ 「ＤＯＧＡＮ ）を改良して、平Database of Genome Analyzed in NITE 」
成１４年１２月より公開している （通称、新ＤＯＧＡＮ）。

●東北支所（宮城県仙台市）においては、前掲のブドウ球菌のゲノム解析を担
当している。

また、昨年度までにゲノム解析のデータベースについてのバックアップシス
テムを構築したが、今年度はＮＩＴＥが現在実施中のゲノム解析データについ
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て、不測の事態に備えたバックアップについて検討した。その結果、日常業務
で発生する解析データには、日々更新されるデータ量が膨大なため、東北支所
におけるデータをバックアップするためのサーバー容量を大幅に増強しなけれ
ばならないことから、費用対効果を勘案して新たにサーバー等を増設すること
をせず、定期的にＭＯなどの外部記録媒体に保存する回数を増やすことでデー
タのバックアップを行うこととした。

③遺伝子解析ツールの開発業務
ゲノムサイズの大きな微生物における塩基配列確定作業において困難を極める

Contig編集結合作業（アセンブル ）の負荷を軽減するための解析ツール（（※ 12）

）をこれまでに試作し、１３年度からゲノム解析に取り組んでいる麹菌にViewer
利用している。これにより、視覚的に麹菌のコンティグ を確認することが（※ ）13

可能となり、確定作業の進捗に寄与している。
なお、当該ツールについては併行して進めている他のゲノム解析菌においても

コンティグの内容確認及びミスアセンブル発見等のために有効利用されている。
、 （ ）また 平成１３年度まで試作を行っていた遺伝子機能解析ツール Gene Pick

は、今年度計画どおりの機能を有した遺伝子解析システムとして作成した。今後
は、ゲノム解析における遺伝子領域の推定等に活用するとともに、ＮＩＴＥが作
成したオリジナリティの高いフリーウェアソフトとして、研究に携わる研究者を
対象に配布し研究成果の普及を図っていく方針。

（※ ：アセンブル12）
ゲノム解析の際には、取り出したＤＮＡ（微生物の場合、数百万から数

千万塩基対の長さがある ）を数千塩基対程度の長さの断片にして塩基配。
列を解読していく。これらの断片の塩基配列を解読した後、それぞれの断
片のオーバーラップする部分を繋げてより長い断片に繋げる作業のこと。
ミスアセンブルとは、何らかの原因で繋げ方に間違いが生じること。

（※ ：コンティグ13）
アセンブルの結果できあがる、より長い断片のこと。

( )化学物質管理分野2
①化学物質総合管理情報の整備提供

化学物質総合管理情報の整備提供関係業務において、今年度は関係機関の協力
を得て、以下の業務を実施した。

●ハザードデータベースについては、以下のとおり整備を行った。
○財団法人化学物質評価研究機構等の協力を得て、以下のとおり業務を実施
、 、 。し ６０４件のデータをデータベースに入力し ホームページ上で公開した

・化学物質安全性評価シート：
化学物質審議会で審議された３４件の安全性評価シートのデータを１２

月より入力・公開し、さらに、経済産業省によって作成された９件の有害
性評価書についてもデータを入力し、公開した。

・経済産業省の判定結果が公表された既存化学物質の安全性点検結果：
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１１３件のデータを入力し、公開した。
・内分泌かく乱試験結果：

内分泌かく乱作用を有すると疑われる化学物質の選別・評価に用いるた
めに開発している試験方法に基づき、平成１３年度に財団法人化学物質評
価研究機構が実施したin vitro 試験 等（４４８件）の結果についてN注１）

ITEが収集・整理した物理化学性状データ等の基礎的情報を試験結果と合
わせて入力し、公開した。

○既入力データの更新：
信頼性確保のためのマニュアルを作成し、名称やＣＡＳ番号等の情報延べ

２０万６千件のデータを点検した。
○また、製造輸入実態調査の結果に基づく、製造輸入量１００トン以上の物
質及び法規制対象物質等について重複物質等や高分子化合物の低懸念物質の
除外を行い、約４０００物質のリストを作成した。また、産業界等の要請に
応じ、化学物質の一覧表示による検索機能を追加する等、ユーザーにとって
利用しやすいデータベースシステムへの改良を行った。
○ホームページへのアクセス件数

（ ）平成 年 月～平成 年 月： 件 約 件／日 平均14 5 15 3 2,305,208 10,000
備考：１３年度末にサーバを更新したことに伴い、ログ管理システムを

変更し、画像ファイル等を集計から除外するなどアクセス数の集計方
法を平成１４年５月から変更している。

昨年と同様の集計方法の場合
平成 年度 件（平成 年度 件）14 3,080,897 13 2,418,134

対前年比 約２５％増
注１） 試験：生体内の環境を試験管内で模擬環境をつくり、そこin vitro
に細胞等を入れて行う試験（例えば、微生物、培養細胞を用いた試験）

●システムの構築等
○化学物質の各種基盤情報や評価手法等に係る情報の一元的な管理・運用

リスク評価書等をデータベース化し公開するためのシステムの基本設計、
公開システムの評価を行うためのテストサイトの開設等に関する作業を実施
した。

また、消費生活センター等に対してニーズ調査を行い（２１件、１月に調
査終了 、データベースのユーザーが必要な検索機能等の検討を行った。）
○構造活性相関手法による予測の検証

財団法人化学物質評価研究機構が開発した構造活性相関による化学物質の
生分解性予測システムについて、新規化学物質約１５００物質のデータを用
いて、化学物質の分類分けを行い、易分解、難分解の検証を行った。

また、財団法人化学物質評価研究機構が開発した化学物質の生物への蓄積
性予測システムに用いる予測式を作成するために必要なデータ（新規化学物
質約１５００物質の濃縮データ）の整理を行った。
○化学物質の暴露評価等
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ＰＲＴＲ 対象物質のうち、６１物質について、生産動向、用途、環境注２）

への排出経路及びその量、モニタリングデータ等の暴露情報に関する調査を
実施した。これらのデータやＰＲＴＲデータを用いて、３１物質（②化学物
質審査規制法関連業務の指定化学物質１２物質を含む）の暴露量マップを作
成するとともに化学物質のリスク評価に不可欠な暴露評価を１２物質につい
て実施した。

また、リスク評価管理研究会の検討等をもとにして、個別物質毎の管理の
あり方に関する指針について検討を行い、リスク評価・管理指針の骨子案を
作成した。
○化学物質に関するリスクコミュニケーション

（ 、 ）、 （ ）、 （ ） 、大学 阪大 淑徳大 自治体 北九州市 産業界 鉄鋼連盟 に対して
リスクコミュニケーション情報について調査し、検討を行った。

リスクコミュニケーションに必要な略語集（３６２語 、解説書及び用語）
集（１００語）を作成した。１５年度も引き続き必要な略語集及び用語集を
作成予定である。
○リスク評価管理研究会活動

次の委員会を開催し、リスク評価に必要な追加データの収集と管理の実態
について調査を行い、中間取りまとめ案を作成した。

ノニルフェノールリスク評価管理研究会（平成１３年度設置）４回開催
ビスフェノールＡリスク評価管理研究会（平成１４年度設置）５回開催
フタル酸エステル類リスク評価管理研究会（平成１４年度設置）５回開催

Pollutant Release and Transfer Register注２）ＰＲＴＲ：
（化学物質排出把握届出制度）
人の健康や生態系に有害なおそれのある化学物質について、事業者か

らの環境への排出量及び廃棄物に含まれての事業所外への移動量を、事
、 、業者が自ら把握し国に届けるとともに 国は届出データや推計に基づき

排出量・移動量を集計し公表する制度。
●国内外の情報収集及び国際機関等の活動への参画

○国際会議出席等
ＯＥＣＤ既存化学物質タスクフォース（ＴＦ）会合（５月 、ＩＴワーク）

ショップ事務局会合（６月 、化学製品政策（ＣＰＰ （９月 、ＯＥＣＤ化） ） ）
学品合同会合（１１月）等１０回出席した。

また、ＯＥＣＤの活動に積極的に参画するため、平成１５年３月１５日か
ら１年間の予定で、職員１名をＯＥＣＤに派遣した。
○電話会議

ＩＴワークショップの電話会議に参加し、ハザードデータ共通様式、報告
書記載様式等の国際整合性の確保に向けた検討に関する意見交換等を行っ
た。

●ハザードデータベースの広報活動
○パンフレットの見直し
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ハザードデータベースに関する分かり易いパンフレットについての要望が
多いことから、簡易版パンフレットを作成し、ＰＲＴＲに係る説明会及び化
学物質管理センター成果報告会において企業に配布をした他、消費者セン
ター４７５ヶ所等に配布した。
○説明会、講演会等での広報活動

データベースの周知・広報活動については、化学物質管理分野における各
種講演会や調査等を実施する際に併せて実施した。

自治体等から要望を受けた講演会
・ に係る説明会（３回）PRTR
その他の講演会
・化学物質リスク削減ワークショップ( 主催、 後援)NEDO NITE
・化学物質管理セミナー（８回 （ 主催、 後援）） NEDO NITE
・化学物質管理センター成果報告会
・リスクコミュニケーション調査：消費者センター等２１ヶ所

②化学物質審査規制法関連
化学物質審査規制法が適正に実施される上で必要な新規化学物質の審査、優良

試験所認定制度（ＧＬＰ制度）におけるＧＬＰ 適合試験施設の査察等に係る注３）

支援を今年度は次のとおり実施した。
●データベースの維持・管理等

○平成１４年４月から平成１５年３月までに化学物質審査規制法に基づき経
済産業省に届出され、化学物質審議会で審査された２５７物質のデータを新
たに追加入力した。
○当該データベースの「毒性既知見及び新規化学物質の届出に係る事前相談
内容」等の入力システムの改良 「総合検索、届出情報」等の検索システム、
の改良を行った。
○届出られた２５７物質の新規化学物質の審査支援のため、届出書に添付さ
れた環境中での分解性、蓄積性並びに人の健康影響に関する試験データ等を
精査するとともに、当該データベース等を活用して審査に必要な各種調査等
を行い、その結果を整理して新規化学物質の安全性に関する事前審査関連資
料を作成し、経済産業省に提供を行った。
○新規化学物質の蓄積性の評価に用いられている１－オクタノールと水の分
配係数の適用基準の見直しのための検討資料 を作成し、経済産業省に提注４）

供した。この結果を基に、経済産業省、厚生労働省及び環境省による「化学
物質の審査及び製造等の規制に関する法律の運用について」の一部改正等に
ついての原案が作成され、平成１４年１２月２日に局長通達が行われた。
○数理モデルプログラムによる環境濃度予測については、ＰＲＴＲデータを
利用して計算させるシステムの改良を行っているところであり、改良後に本
システムを使用して指定化学物質である１２物質について大気中における濃
度予測計算を行った。
○既存化学物質名簿のうち、医薬品等の化合物に分類されている９類の中か
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ら優先的に実施すべき３類相当の有機炭素単環低分子化合物及び４類相当の
有機炭素多環低分子化合物計６００物質について名称及びＣＡＳ番号 の注５）

付与を行い、３月にホームページ上で公表した。
○経済産業省製造産業局長に対してＧＬＰ 適合確認申請のあった試験施注３）

設７件に対し書面審査 現地査察及び報告書 案 の作成等の支援業務を行っ、 （ ）
た。また、経済産業省、厚生労働省、農林水産省が行っている化学物質審査
規制法、農薬取締法、薬事法等７つのＧＬＰ制度の確認申請手続きの簡素化
に関する検討に参加し、資料の提供等を行った。この提供資料等を参考に各
省共通の手続き案が作成された。
○化学物質審査規制法に基づき第１種特定化学物質が使用されている場合に
輸入することができない政令指定製品のうち、平成１２年度に指定された物
質及び平成１３年度の試買結果から緊急性のある物質を対象として添加剤、
潤滑油、スチレンブタジエンゴム、ゴム老化防止剤等の１０品目について試
買検査を実施し、報告書を作成し経済産業省に報告した。

また、平成１５年度に規制対象に追加される予定の製品を含めて第１種特
定化学物質（ＴＢＴＯ）が含有されている恐れのある輸入製品２０品目につ
いて、上記試買検査に追加して試買検査を実施し、報告書を作成し経済産業
省に報告した。
○経済産業省が約１６０００の事業所を対象に実施した化学物質製造・輸入
量実態調査に対する問い合わせへの対応、調査票の内容確認を行い、公表に
向けての集計等の支援業務を行った。

注３）ＧＬＰ
ＧＬＰ（ ；優良試験所規範）は、化学物質のGood Laboratory Practice

各種安全試験に対し信頼性を確保する手段として、ＯＥＣＤにおいて１
９８１年に採択されたもので、化学物質審査規制法では、昭和５９年３
月に導入し、平成１２年３月１日に改正を行ったところ。

注４ ：化学的な裏付けデータである新規化学物質の１－オクタノールと）
水の分配係数データ（１４８物質）

注５） 番号CAS
登録番号ともいう。米国化学会の がCAS Chemical Abstracts Service

化学物質に対して付与している固有の番号。
（例）

物質名 番号CAS
107-13-1ｱｸﾘﾛﾆﾄﾘﾙ

●国内外の情報収集および国際機関等の活動への参画
○ＯＥＣＤ／ＴＧナショナルコーデネータ会合（５月 、ＯＥＣＤ／ＧＬＰ）
関係会合（９月）に出席し、日本の現状を説明するとともに、欧米における
運用の実態について情報を収集し、国内の運用について国際整合性を図るべ
く作業を行った。
○ＯＥＣＤ新規化学物質タスクフォース会合（４月、１０月）及びその後行
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われた電話会合（７月、１２月、１月、３月）に参加し、多国間協力に関す
る作業、標準電子届出様式の作成等の情報交換など、国際整合性を図るため
の作業に参加した。
○定量的構造活性相関（ＱＳＡＲ ）の受入れのための基準作り等について注６

検討を行うための専門家グループ会合に関する運営グループの電話会合（１
月）に参加し、３月末に開催予定の会合の議題案に対して、経済省等の意見
をとりまとめて提出をし、会合に参加し各国との情報交換等を行った。

注６）ＱＳＡＲ ( )：構造と様々なquantitative structure-activity relationship
、 。生物活性との関係を扱うものが 定量的構造活性相関という手法である

着目した生活活性（特定の薬効や毒性、臭いや味などの化学感覚活性）
と、その活性に関与すると思われる複数の分子構造因子や物理的パラ
メータとの関係を統計学的に比較検討し、定量的な相関式を導き出すも
のである。

③化学物質排出把握管理促進法関連
化学物質排出把握管理促進法が適正に施行される上で必要な化学物質の排出量

等の収集及び公表等に関する支援業務について、次のとおり実施した。
なお、平成１４年度は同法の施行後、第１回（平成１３年度把握分）の届出で

あり、４月１日から７月１日までの届出期間中に、全国都道府県、政令指定都市
等（以下「都道府県等」という）へ当初想定１万７千件を上回る３４，８３０件
の事業所から、書面、磁気ディスク、電子情報処理組織（オンライン）により延
べ１８２，９４９物質が届出された。その後、都道府県等（４７都道府県、１０

、 ） 。政令指定都市等 ８省庁 より事業所管大臣に送付された届出書の処理を行った
●データベースの維持・管理等

、 、○化学物質排出量等の電子計算機への記録 公表等を適切に実施するために
電子計算機システムの運用、維持・管理を行った。
○届出対象事業者から電子情報システムにより届出られた化学物質の排出量
等の情報を処理するため、電子届出システムを運用し、経済産業大臣宛に届
出られたデータについて、データの確認作業を行った。書面により経済産業
大臣宛に届出られたデータについてはデータの確認及び電子化の作業を行っ
た。

なお、業務依頼を受けた経済産業省以外の５省庁についてもデータの確認
及び電子化の作業を行った。
○主務大臣から経済産業大臣及び環境大臣に通知のあった届出データを確認
し、ファイル記録用データとして整備した。なお、不備・不明な点がある場
合は、経済産業大臣又は環境大臣を通じて主務大臣に確認を行い、必要に応
じてデータを修正した。
○ファイル記録システムを改良し、整備したファイル記録用データをこのシ
ステムに登録した。また、その登録したデータについて開示用データを作成
した。

集計システムの開発を完了し、ファイル記録システムから出力されたデー
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タを用い、指定された集計方法に従って届出データの集計を行い、裾切り推
計及び環境省が実施した非点源推計結果を併せて公表用データを作成した。
○都道府県の作業環境向上のため、電子届出システムにより届出られたデー
タを取り込み可能とする等の企業台帳管理システムの改良と電子届出システ

、 、ムにおいて 事業者がインターネットを利用して届出等を行う環境を整備し
併せて変更届出機能の改良を行った。

また、１５年度より実施予定のインターネットによる送信（届出）対応の
ための届出書ファイル作成支援プログラムを改良した。

注○事業者が排出量算出を行うために必要な情報として活用されるＭＳＤＳ
の実態を把握するため、ＭＳＤＳを作成する機会が多いと思われる「化学７）

工業 及びＭＳＤＳの流通過程における提供に関する実態を把握するため 卸」 「
」 。 、売業 の２業種の２０００事業所に対してアンケート調査を行った また,

１５年度には実施予定の残りの４１業種と併せて解析し、公表する予定であ
る。

注７ ：ＭＳＤＳ）
化学物質等の性状及び取扱いに関する情報

●化学物質排出把握管理促進法に関する種々の問い合わせに対応しており、排
出量算出方法等についての事業者等からの照会、及び電子情報処理組織等のシ
ステムに関する照会は１，４１６件であった。

化学物質排出把握管理促進法の普及啓発のため、自治体等が開催する説明会
への講師の派遣等を２９回行うとともに、インターネットによる関連情報提供
等を行った。

また、インターネットでの情報提供に関し、随時ホームページのコンテンツ
を改善を行っている。月平均約１７，０００件のアクセスがある。
●国内外の情報収集及び国際機関等の活動への参画

ＯＥＣＤ／ＰＲＴＲ排出量算出技術タスクフォースには第１回から参加して
おり、平成１４年度も６月に開催されたＯＥＣＤ／ＰＲＴＲ排出量算出技術タ
スクフォース及び３月に開催されたＰＲＴＲタスクフォースに参加し、各国の
排出量算出方法等との国際整合性を図るため、海外の関係機関との情報交換の
ための環境整備に努めた。

④化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律関連
化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律を的確に実施していくため

に必要な業務として、今年度は以下のように実施した。
●同法３０条第５項に基づく国際機関による検査等の立会い業務については、
同条第６項に基づく経済産業大臣の指示に従って４事業所において的確に実施
し、定められた期限内 に速やかに経済産業大臣に報告を行った（この検査注８）

においてはオンサイト分析は実施されなかった 。。）
また、平成１４年度からは、従来、経済産業省が担当していた立会団長等の

業務を機構が担当することとなり、査察において分担する業務が変更になった
ことから、査察におけるそれぞれの分担業務を明確にし、査察全体の流れを明
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確にさせるために、経済産業省と協力して「化学兵器禁止条約産業査察受入マ
ニュアル」を作成し、経済産業省と機構の担当者に配布をした。国際機関にお
ける財政問題の改善により国際機関による検査等の増加が予想されたために、
立会い業務に的確に対応出来るように体制整備を図った。

注８ ：経済産業大臣の指示書に、各検査等立会いの終了後１０日以内に報）
告する旨定められている （報告は全て１０日以内に行った ）。 。

●同法３３条第４項に基づく許可者への立入検査等については、同条第５項に
基づく経済産業大臣の指示に従い５６件；１２製造者（内１製造者は２件の許
可を取得 、３６使用者（内３使用者は、２件の許可を取得 、４廃棄義務者に） ）
ついて立入検査を実施し、定められた期限内 に速やかに経済産業大臣に報注９）

告を行った。
なお、今年度は、１２月入ってから既に立入検査を終了していた４使用者よ

り廃棄届けが出されたため、４件については再度立入検査を行った。
注９)：経済産業大臣の指示書に、各検査等立会いの終了後１０日以内に報
告する旨定められている （報告は全て１０日以内に行った ）。 。

●上記の立会い業務及び立入検査等業務を的確に実施するため、以下の措置を
講じた。
○同法に規定された特定物質、指定物質及びこれらの関連物質の分析能力の
維持・向上を図るため、８月に第１種指定物質製造事業所の協力を得て、当
該事業所内に分析機器を搬入し、当該事業所内において採取した試料を用い
た模擬分析を実施するとともに、化学兵器関連物質の分析経験のある財団法
人化学物質評価研究機構の協力を得て、合同で同一試料を用いた分析実験を
実施した。模擬分析と合同実験から得られた結果について、１２月に経済産
業省、化学物質評価研究機構と合同で検討を実施し、問題点・改善点を抽出
し、分析能力の向上に努めた。
○国際検査対象事業所に対する実態調査については、経済産業大臣の指示に

、 。従い９事業者について的確に実施し 速やかに経済産業大臣に報告を行った
○ＯＰＣＷにおける分析方法、査察に必要な装備等に関する会合参加につい
ては、１月に参加し、分析方法・装備等の情報収集（ＯＰＣＷにおける分析
機器の更新計画、各国における検査の実施状況等の情報）を行った。また、
ＯＰＣＷ等が実施する分析研修については、２月に参加し、最新の分析方法
等を修得した。

( )適合性評価分野3
①工業標準化法及び計量法に基づく事業者認定

工業標準化法に基づく試験事業者の認定関係業務（ )及び計量法に基づくJNLA
校正事業者の認定関係業務（ )について、次のとおり実施した。JCSS

●事業者の認定等
○ＪＮＬＡ

申請受付け：６件
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評定委員会開催：６回 １０件
認定件数：１０件（うち平成１４年度申請分５件、平成１３年度申請分５

件）
６０日を超える評定委員会での審議待ち：なし

最大６０日、最小４日、平均２５日
共通分野に係る不確かさのガイダンス文書については、ガイダンス文書の

一つである「ＪＮＬＡの試験における測定の不確かさの適用に関する暫定方
針」を改訂・公表するとともに不確かさのカテゴリー分類に係る情報収集を
進めた。

また、各分野ごとの不確かさのガイド文書については、その内容について
見直しを行った。認定区分一覧については、ＪＩＳ規格の改正等に伴い金属
材料分野、繊維製品分野、建築材料分野、化学品分野、生活用品分野及び電
気製品分野の６分野について文書の改正を実施し、公表した。

また、技術的適用文書については、生活用品分野、放射線関係用品分野、
化学品分野、繊維製品分野及び給水関連器具分野の５分野について文書の改
正を実施し、公表した。
さらに、生活用品（抗菌加工製品）分野における技術情報を新たに制定し、
公表した。

また、経済産業省から「認定試験事業者等への技術情報提供に係る調査研
究」に関する委託業務を受け、不確かさに関するカテゴリー分類の検討並び
に電気試験に関する技能試験サンプルの開発及び建築・抗菌分野の不確かさ
に関する調査を行い、経済産業省に報告を行った。

認定制度に係る説明会をＪＣＳＳ、ＭＬＡＰと共同で１回開催した。
○ＪＣＳＳ

申請受付け：５０件
評定委員会開催：７回 ４６件
認定件数：４６件（うち平成１４年度申請分２３件、平成１３年度申請分

２３件）
６０日を超える評定委員会での審議待ち：なし

最大５８日、最小２日、平均２９日
不確かさの見積もりに関するガイド文書については、力計、一軸試験機に

関するガイド文書を制定し、ホームページで公表した。
電気等 の測定機器毎の不確かさガイダンス文書については 既に作成・「 」 、

公表済みのガイド文書で対応することが可能であるため新たに作成していな
い。

また 「長さ」については既に総論のガイドが存在するため「リングゲー、
ジ」に絞ってガイド作成を検討していたが、産業界、独立行政法人産業技術
総合研究所からの作成希望がなかったため、作成しなかった。

「硬さ」の測定機器毎の不確かさ見積もりに関するガイドについては、独
立行政法人産業技術総合研究所との連携が不可欠であるが、同研究所との連
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絡・確認の不十分等に起因し、平成１４年度内に作成することができなかっ
た。今後、同研究所との連携・確認体制を改善する等工夫し、再発防止を図
る所存。

認定制度に係る説明会をＪＮＬＡ、ＭＬＡＰと共同で１回開催した。
●審査員の増強等

ＪＮＬＡ、ＪＣＳＳ及びＭＬＡＰの各プログラム共同で審査員の増強を図る
ため試験所・校正機関認定審査員研修を２回実施し、ＪＮＬＡでは１３名、Ｊ
ＣＳＳでは９名を新たに審査員登録した。

また、審査員連絡会を２回実施し、最新情報を周知した。
ＪＮＬＡでは、前記の研修・連絡会とは別に認定区分の見直しに伴い電気試

験技術についてＪＮＬＡ審査員技術研修を実施した。
ＪＣＳＳでは、前記の研修・連絡会とは別に(独)産総技術総合研究所での長

期研修修了者に対してのフォローアップ研修として「温度 「長さ 「質量」」、 」、
の研修、下位校正技術研修として「長さ」及び「はかり」についての研修を実
施した。
●立入検査・技能試験等

○法律に基づく立入検査については、ＪＮＬＡでは実績はないが、ＪＣＳＳ
では４件実施した。
○ＩＬＡＣ及びＡＰＬＡＣの相互承認を維持するため、相互承認を希望する
すべての認定事業者についての を用いた再評価は、ＪＮＬＡでJIS Q 17025
は２８事業者に対して、ＪＣＳＳでは１２事業者に対して行い、計画どおり
すべて終了した。

また、認定事業者の能力確認のための技能試験については、ＪＮＬＡでは
７分野７プログラムを実施した。ＪＣＳＳでは上位階層１プログラム、下位
階層２プログラムについて持ち回り方法による技能試験を実施したが、別に
２１件の測定監査による技能試験を実施した。

ＪＮＬＡ技能試験には国内の事業者１７０事業者、海外の試験事業者５７
事業者を、技能試験に参加させた。

これまで具体的な協力要請を受けていないが、平成１４年１２月に開催さ
れた日韓定期協議の場で が実施している技能試験について、情報をIAJapan
提供した。

なお、法律に基づく業務以外に認定事業者に対してサーベイランスをＪＮ
ＬＡでは５３事業者に、ＪＣＳＳでは４６事業者について実施した。

●国際機関への人的貢献
ＩＬＡＣ総会（ﾄﾞｲﾂ 月）及びＡＰＬＡＣ総会（ｶﾅﾀﾞ 月）に参加すると:9 :11

ともに、次により国際機関への人的貢献を行った。
○ＩＬＡＣ

ＩＬＡＣには協定管理委員会、協定政策委員会、技術的認定問題委員会及
び広報委員会に委員として参画した。
・ＩＬＡＣの基本方針（ﾒﾝﾊﾞｰ、組織、意志決定、役員等の選任等に関する
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規定）のうちＩＬＡＣ定款の見直しについて提案を行い、意志決定のため
の投票ルールの明確化が図られた。

・ＩＬＡＣ／ＭＲＡシンボルの使用規則について、認定された試験所にとっ
て不都合な規則にならないように修正提案を行い、引き続き検討すること
となった。

・ (臨床検査機関における品質管理)を試験所認定の要求事項ISO/FDIS 15189
として使用することについて、同規格案が規格化の後に使用できるように
提案を行い決定された。

・不適合のグレード付けに関するガイダンス文書制定のための認定機関向け
アンケート（事例作成）原案作成グループとしてアンケート原案を作成し
た。
さらに、越境認定に関するガイダンス文書原案作成メンバーとして、越

境認定に関するガイダンス文書の内容と問題点についてＩＬＡＣ総会会期
中のセッション３( ：９月２４Seccion3 Accreditation in developing countries
日)の中で としてプレゼンテーショCross-frontier accreditation:why and how
ンを行った。

○ＡＰＬＡＣ
ＡＰＬＡＣには理事会に理事として、技術委員会、技能試験委員会、教育

訓練委員会、広報委員会及び選挙管理委員会に委員として参画した。
・ＡＰＬＡＣの相互承認に関する規程文書の草案作成メンバーとして、メン

バー資格の継続に関して訴訟が起きた場合の文書の必要性を主張、法廷外
訴訟手続き文書の草案を作成し、同文書は平成１４年１２月に
PROCEDURE FOR APPEALS AND ALTERNATIVE DISPUTE

として制定された。RESOLUTION PROCESS-APLAC SEC044
・ＡＰＬＡＣメンバー及び相互承認協定加盟メンバーとしての行動規程の検

討を行い、規程文書の改訂の必要性について具体的な対案を提示し、ＡＰ
ＬＡＣ事務局とともに今後改訂に向け検討を行うこととなった。
さらに、ＡＰＬＡＣの相互承認加盟及び維持のための手続き文書の改定

についての作業グループの主査を が行っている。IAJapan
（ ） 。・ＡＰＬＡＣの代表としてアジア太平洋計量委員会 ＡＰＭＰ に出席した

○ＡＰＬＡＣ ＭＲＡ評価員の派遣
平成１４年度はＡＰＬＡＣより評価員派遣の要請を受けていないが、評価

員養成のため平成１５年３月にＮＡＴＡ（ｵｰｽﾄﾗﾘｱ）ＭＲＡ評価チームに職
員がオブザーバー参加した。現在ＡＰＬＡＣには１９名の評価員を登録して
いる。

●認定機関連絡会
認定機関連絡会を３回開催し、認定制度普及のための広報、技能試験の相互

利用 審査員等への教育訓練の共催等について意見交換を行い 相互支援を図っ、 、
た。
これらの業務実施等により、申請者の利便性向上、認定処理の迅速化、審査
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員等の増強、国際貢献を果たすとともに、中期計画である平成１４年度末まで
に、相互承認を希望するすべての認定事業者に対して を用いて再JIS Q 17025
評価を終了することができた。

②ダイオキシン類等極微量分析証明事業者等認定
平成１３年度に構築した認定システムの導入により平成１４年４月１日より認

定業務を開始した。
●ＭＬＡＰ認定システムにより、平成１４年４月１日から特定計量証明事業者
の認定業務を開始したが、平成１４年度は１２１件の認定申請を受け付け、評
定委員会を１３回開催し、８８件の認定を行った。
●申請事業者の申請を容易にするため、審査基準の運用解釈、品質マニュアル
作成の手引き、事業者向けの事前確認チェックリストと認定申請の手引き文書
の見直しを行い、認定申請の手引きについては改訂を行い、ホームページで公
表した。

また、公定法 を一部変更した試験方法により認定を受けようとする場合に注

必要な妥当性確認試験方法についてのガイドラインを作成し公表を行うため
に、ホームページの更新を４回行い申請者の利便性向上を図った。
さらに、認定制度を周知するため、日本環境測定分析協会の総会及び計量管

理者講習会でＭＬＡＰ認定制度に係る説明を行った。
注：公定法には （排ガス中のﾀﾞｲｵｷｼﾝ類及びｺﾌﾟﾗﾅｰ の測定方JIS K0311 PCB

法 、 （工業用水・工場排水中のﾀﾞｲｵｷｼﾝ類及びｺﾌﾟﾗﾅｰ の測定） K0312 PCB
方法）等がある。

●審査員の増強を図るため、ＪＮＬＡ、ＪＣＳＳ等と共同で試験所・校正機関
認定審査員研修を２回開催し、２４名を新たに審査員として登録した。

、 、 、また 今までの審査で明らかになった審査方法の問題点 基準の解釈の問答
審査の不適合事項等についての事例をまとめ、審査員等に周知を図り審査ﾚﾍﾞﾙ
の平準化を行うとともに、技術アドバイザー等への認定基準に係る研修を２回
開催した。

さらに、登録審査員等の能力の維持・強化を図るための教育訓練の一環とし
て、ＪＮＬＡ、ＪＣＳＳ等と共同で審査員連絡会を２回、認定技術セミナーを
１回開催した。
●立入検査・技能試験等

○経済産業大臣より２３認定事業者への計量法に基づく立入検査の指示があ
り（平成１５年１月２８日付け 、すべて終了し、その結果を経済産業大臣）
に報告した。
○ＭＬＡＰでは平成１５年度の技能試験実施を予定しており、そのために
(独)産業技術総合研究所、知的基盤課及び での協議を行っている。NITE

また、(独)産業技術総合研究所とは機会あるごとに、技能試験手順書、指
示書等の文書作成のための協議を行っている。
○認定特定計量証明事業者の品質システムの状況を確認するための調査は、
３年の認定期中に１回実施のため、平成１４年度には実施していない。
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③標準物質関係業務
計量標準基盤の整備、国際関係業務、情報提供について、それぞれ次のとおり

実施した。
●計量標準基盤の整備

（ 、 ）標準物質を調製するための基準物質６４物質 無機３９物質 有機２５物質
を適切に保管するとともに、有機２５物質について、長期保存安定性確認を行
い、２５物質のすべてについて計画どおりに終了した。

また、有機９物質について、新たに今年度初期値の測定を行ない、機構が保
有している基準物質は、７３物質（無機３９物質、有機３４物質）となった。

、 、平成１４年度は 計量法１３５条第２項に基づく経済産業大臣の公示により
機構が校正機関とされた標準物質はない。
●情報提供業務

標準物質総合情報システム（ ）の適切な運用及び国際標準物質デーRMinfo
タベース（ ）への国内標準物質登録の審議等のために、標準物質に関COMAR
する有識者で構成される標準物質情報関係委員会を３回開催し、 の国RMinfo
内標準物質データベースの更新内容を審議したほか、事務局である機構から

の利用状況の報告、新 についての説明を行った。RMinfo COMAR
アクセス件数は、月平均１，６６０件と昨年と比較し増加した。
一方、英語版のアクセス数は月平均１４０件であり平成１３年度と同程度で

あった。
また、平成１４年度は相談窓口への問い合わせが４９件あり、回答を行って

いる。
注： は、国内では のサーバに取り込んだものをデータ検索COMAR RMinfo

して利用されている。
●国際関係業務

ＣＯＭＡＲについては、機構が国内事務局（ﾅｼｮﾅﾙｺｰﾃﾞｨﾝｸﾞｾﾝﾀｰ）としてＣ
ＯＭＡＲ中央事務局あてに国内標準物質の登録及びデータの更新を行ってき
た。平成１４年度はＣＯＭＡＲ総会開催（５月）以後にＣＯＭＡＲ情報のイン
ターネット化のための新ＣＯＭＡＲデモファイル・作業マニュアル等が入手で
きたところから新ＣＯＭＡＲの公開に向けて中央事務局と連携して、データ
ベースの試運転と改善に協力するとともに、日本の登録標準物質の内容確認及
び更新を行った。

④製品安全４法等法律で規定された適合性評価機関の認定関係業務
製品安全４法等に係る認定関係業務に関する平成１４年度の実績は次のとおり

である。
●製品安全４法等に基づく認定調査関係等

平成１４年度は、経済産業大臣からの依頼は受けていない。
なお、経済産業省から「海外適合性評価機関等実態調査事業」に関する委託

業務を受け、タイ及び韓国の適合性評価機関の実態調査及び電気試験に関する
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技能試験を海外を含む試験所に対し実施し、経済産業省に報告を行った。
●工業標準化法（ を除く ）等に基づく立入検査関係業務JNLA 。
○工業標準化法（ を除く ）に基づく立入検査関係業務については、JNLA 。
経済産業大臣より指示があった１６３工場のうち生産休止届を提出している
もの等の１８工場を除いた１４５工場について立入検査を実施し、その結果
をすべて３週間以内に経済産業大臣に報告した。

また、工業標準化法（ を除く ）に基づく指定（承認）認定機関及JNLA 。
び指定（承認）検査機関に対する立入検査は、経済産業大臣より指定認定機

、 、関について６機関 承認認定機関１機関について立入検査実施の指示があり
指定認定機関６機関、承認認定機関１機関について立入検査を終了し結果を
１４日以内に報告している。
○計量法（ を除く ）に基づく立入検査関係業務については、経済産業JCSS 。
大臣より指示があった１２事業者に対して立入検査を実施し、その結果を１
４日内に報告した。
なお、製品安全４法に基づく認定(承認)検査機関等に対する立入検査、家庭

用品品質表示法に基づく立入検査については、平成１４年度は経済産業大臣よ
り立入検査実施の指示を受けていない。

⑤国際提携関係業務
オーストラリア政府との口上書に基づき、生産設備適合検査（ ）１０件、COP

試験施設検査（ ）１３件を実施し、その結果をオーストラリア政府から指示TFI
されている６週間以内にすべて報告済みである。

( )人間生活・福祉分野4
①人間特性計測関係業務

人間特性計測関係業務について今年度は次のとおり実施した。
●基本動態計測手法については、外部有識者の意見を踏まえ、次のテーマの開
発に着手した。

・前腕の回旋運動に係る関節可動域及び硬さ特性計測手法の開発
・上肢到達域計測手法の開発
なお、この２テーマについては、平成１５年度に開発を終了する予定。

●基本動態特性及び基本身体寸法の計測
○ 平成１４年度

計画 実施
東京 ５０人・ ５１人
大阪 １５０人・１５３人
名古屋 １００人・１２１人
金沢 １００人・１００人
合計 ４００人・４２５人

○ 平成１３年度収集人数：５１３人
○ 累計収集人数 ：９３８人
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青壮年（ ～ 才 ：４５９人20 64 ）
高齢者（ 才以上 ：４７９人65 ）

なお 平成１４年度に収集したデータは 今後 平成１３年度に構築したデー、 、 、
タベースに追加し公開する予定。

②福祉用具関係業務
福祉用具評価手法の開発状況は、次のとおり。
平成１３年度：７テーマ開発終了
平成１４年度：１テーマ開発終了

合計：８テーマ開発終了（中期目標１５テーマ）
開発実施中のテーマ：７テーマ
具体的には、以下のとおりである。

●平成１４年度開発終了テーマ
○床ずれ予防用品の体圧分散性能評価

被験者実験データと相関性のある押し圧による評価手法を開発。
日本健康福祉用具工業会とともに検討し、標準情報（ＴＲ）案を作成。

●平成１３年度開発に着手し実施中のテーマ
○立ち上がり補助いすの工学的安全性評価

、 を参考にした工学的評価試験を実施しデータを取JIS S 1203 JIS S 1204
得した。

また、立ち上がり補助機能について繰り返し耐久試験装置を開発した。
今後、これらの試験結果を基に評価手法を開発する予定。

○立ち上がり補助いすの立ち上がり易さ評価
立ち上がり易さ評価のための被験者実験方法を策定し、被験者実験を開始

した。
今後、さらに障害をもった被験者によるデータを取得しこれらの実験結果

を基に立ち上がり易さの評価手法を開発する予定。
○段差解消スロープの工学的安全性評価

耐荷重試験、耐久性試験、滑りやすさ試験、固定性能試験を実施しデータ
を取得した。今後、これらの試験結果を基に有限要素法による検証を加え、
評価手法を開発する予定。
○報知光の視認性評価

視認性評価のための被験者実験を実施しデータを取得した。
今後、被験者実験結果を基にどういう光が視認性が高いかの評価指標を作

成する予定。
●福祉用具・共用品評価検討委員会の意見を踏まえて開発に着手し、実施中の
テーマ

○リフトの速度評価方法の開発
レール走行式リフトについて、その適正速度に関し使用者、製造業者等に

対し調査を実施し、当結果を踏まえ試験評価設備を設計・製作した。
今後、レール走行式リフトの速度評価に加え、ＩＳＯ規格の問題点の調査



- 34 -

を実施し、ＩＳＯの基準改正案の検証（機械的安全性評価）を実施する。
○家庭用階段昇降機の工学的安全性評価手法の開発

安全性評価に関し、使用者、製造業者等に対しＩＳＯ規格、建築基準法の
問題点の調査を実施し、当結果を踏まえ評価試験設備を設計・製作した。

今後、強度・耐久性等の試験データを収集し、評価手法を策定する。
なお 「繊維製失禁用下着のＪＩＳ化調査」については、使用者等から使用、

実態調査を実施し、委員会において検討した結果、業界において自主的な基準
策定を期待することとなり、評価手法の開発に着手しないこととなった。
● （リハビリテーション機器システム） （歩行補助機器）のISO/TC173 /WG1
要望を受け開発に着手し、実施中のテーマ

○つえ先ゴムの摩擦抵抗試験方法の開発
でエルボークラッチのつえ先ゴムを用い、ガラス面との摩擦抵抗測NITE

定の予備実験を実施し、試験概要と試験結果を に送付した。WG
今後、さらにエルボークラッチ以外のつえ先ゴムを用い試験方法の検証の

ためのデータを取得し、試験方法を に提案する予定。ISO/TC173/WG1
③製品安全関係業務

製品安全関係業務として今年度は次のとおり実施した。
●事故情報収集状況

総受付件数（事故以外の原因のものを含む）
件2,132

うち、財団法人製品安全協会 件1,094
製造事業者等 件626
消費生活センター・自治体 件223
本省等相談室 件50
消費者等 件26
機構 件113

注：事故情報の収集件数は 調査の結果 放火等の製品事故ではない情報 ２、 、 （
５８件）を総受付件数から除いた件数（１８７４件、平成１５年３月末現
在）となる。

参考
・受付けた事故情報のすべてについて、通知者又は消防、警察等に対して事

故状況の調査を行うとともに、製造事業者等が判明したすべての案件につ
いては製造事業者等に事故報告書の提出を要請した。
調査においては、４７件について事故現場の確認を行い、１５６件につ

いて事故品の確認調査を行った。
、 、・事故情報の迅速な収集及び円滑な調査を実施するため 消費生活センター

消防及び警察等に対して１６４機関訪問し、迅速な収集及び円滑な調査を
実施するため、事故情報収集制度に対する理解と協力を要請した。

●収集した事故情報のうち、事故の再発・未然防止の観点から４件（自転車、
ガス衣類乾燥機、レーザー脱毛器、ＥＭＳベルト）の事故原因究明テストを実
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施中である。
なお、平成１３年度から継続していた事故原因究明テスト２件（ ほっとく「

鍋 「圧力なべ ）は経済産業省に報告した。」、 」
また、原因究明の精度向上を図るため、次のテーマについて、原因究明手法

をとりまとめた。
・脚立の破損事故原因究明に係る有限要素法による構造解析手法の開発
参考

平成１３年度の原因究明手法「ＤＡＳ法による一・二次痕識別手法」の開
発に際し、個別事故（洗濯機の出火）の技術解析結果を事業者に提供し、製
造事業者は平成１４年４月に事故の再発防止措置（社告・回収）を行った。

●収集・調査した事故情報に対して、外部有識者、専門技術者等からなる事故
動向等解析専門委員会を４回、電気技術、機械技術、化学・生体障害技術及び
製品誤使用技術解析ワーキングを各４回開催し事故原因の技術解析を行った。
●情報提供

○事故動向等解析専門委員会において審議した結果を参考に、技術解析・動
向解析結果を取りまとめ、インターネットにより公表するとともに、冊子と
して関係機関に配布した

・年度報告書：平成１３年度版
＜平成１３年度事故情報収集制度報告書＞

配付数 ２，０００部（対前年度より５００部増）
配布先 消費生活センター、消費者団体、行政機関、消防・警察、

原因究明機関等
・四半期報：平成１４年第２四半期まで

○事故の再発・未然防止のため緊急を要する案件については 「ジェット噴、
流機能付き２４時間風呂に関する事故について（注意喚起 「ＥＭＳベル）」、
トを使用するにあたって（注意喚起 「ベビーベッド（乳幼児用ベッド））」、
使用にあたっての注意喚起について」等の「特記ニュース」９件を消費生活
センター、消費者団体、行政機関、関係団体等へ配布するとともにインター
ネットにより公表し、消費者等への注意喚起を行った。

参考
ジェット噴流機能付き２４時間風呂に係る死亡事故の発生を受け、当該

事故情報の収集・調査を行い、緊急に事故解析評価試験データをとりまと
め、平成１５年３月２５日の消費経済審議会製品安全部会に提供した。

その結果 「動力式浴槽用温水循環装置（最大循環流量が１０㍑／分未、
満のものを除く 」が消費生活用製品安全法の特定製品及び特別特定製品）

。 、 、に指定することが適当との答申が同日になされた 今後 政令改正を経て
製造事業者等に対し第三者検査機関による技術基準への適合性検査が義務
付けられる見込み。

●市場モニタリングテスト等
○市場モニタリングテスト １４品目
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取引試買テスト ７品目
製品安全テスト ２件
消費生活ｾﾝﾀｰテスト支援 ４ﾃｰﾏ
品質調査テスト １品目

○１３年度計画より継続の試買テスト
２４品目 終了

１品目 実施中（ジェット噴流バス）
●製造事業者等への立入検査は、経済産業大臣から製品安全４法について、１
１２件の実施指示があり、計画どおり１１２件について実施し、１０１件につ
いては経済産業大臣に報告した。残り１１件については平成１５年４月中に報
告を完了する予定。
●現在まで経済産業大臣からの適合性検査の指示はなく、実績はない。

なお、大臣の指示があった場合、当該検査を的確に実施できるよう市場モニ
タリングテストや製品安全４法立入検査の業務を通じ既存技術の維持に努めて
いる。
●化粧品原料等品質証明確認制度の実施（本業務は中期計画上定められていな
い行政サービス業務）
中国向けの化粧品原料等がＢＳＥ（狂牛病）に汚染された成分が含まれてい

る可能性があるとの懸念から、中国政府によって輸出が差し止められている状
況をふまえ、９月上旬に我が国（経済産業省等）や産業界から に対してNITE
当該中国向け輸出品が国の基準に照らして問題がない旨の証明確認を緊急に
行ってほしい旨強い要請があった。本要請に基づき、約１ヶ月の短期間でＮＩ
ＴＥ内部にＮＩＴＥ職員と化粧品の専門家から構成される部署を設置し、関係
規程の制定、事業者への説明会の開催、関係情報をＮＩＴＥのホームページ上
で公開した。

化粧品原料については１０月上旬から、化粧品（薬事法の医薬品を除く 、）
１２月中旬から、化粧品のうち薬事法の医薬品については平成１５年３月下旬

、 、 。から受付けを開始し 順次 申請のあった事業者に対して証明確認を実施した
（本業務の実施に当たり、専門的に高度な業務を早急に立ち上げることが要求
され、規程の整備、事業者へのアナウンスなど、業務着手当初は相当に苦労し
たが、独法の強みを生かし、機動的に対処することができ、難なく業務を実施
することができた ）。

平成１４年度の実績
品質証明確認申請： ８８件
品質証明確認書交付：７７枚

・化粧品原料： １４５原料
・化粧品 ： １１３原料

④鉱山保安法に基づく検定関係業務
鉱山で使用する機械、器具等坑内用品に係る検定を鉱山坑内用品検定規則に従

い、検定の申請が行われたものについて、５４７件の検定を実施した。
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なお、検定件数の大幅減は大手２鉱山の閉山によるものである。
⑤講習関係業務

●電気工事士法に基づく講習関係業務
（ ） 、 、前指定講習機関 公益法人 に替わって 平成 年度から業務を引き継ぎ14

ほぼ計画どおりに講習会を開催した。
定期講習会実施案内を機構のＨＰに掲載し、７回更新を行い逐次情報を提供

した。
当初の想定を超えた受講対象者等からの問い合わせがあっため、名簿ＤＢに

即時的にアクセスする必要性が生じ、情報システムを改善した。
新テキストを使用すること及び当初の想定を超えて新規講師が多数となった

ことから、 月までに全国 箇所で講師 名を集め、テキスト等の説明会12 10 940
を開催し、講義内容の周知徹底と水準維持を図った。
全国で 回の講習計画を立て、年度当初見込みを上まわる受講申し込みが178

あったため、講習会を１回追加開催した。平成１４年度全体で 名が受20,137
講した。
●特定ガス消費機器の設置工事の監督に関する法律に基づく講習関係業務

（ ） 、 、前指定講習機関 公益法人 に替わって 平成 年度から業務を引き継ぎ14
ほぼ計画どおりに講習会を開催した。

資格講習、認定講習及び再講習の各講習会実施案内を機構のＨＰに掲載し、
９回更新を行い逐次情報を提供した。

当初の想定を超えた受講対象者等からの問い合わせがあっため、名簿ＤＢに
即時的にアクセスする必要性が生じ、情報システムを改善した。

月に、ガス消費機器へのガス供給管の工事監督者（業界自主制度）のう12
ち最近の資格取得者 名に、ガス消費機器設置工事監督者の法的資格制14,126
度（資格講習）について、パンフレットと講習案内を送付し、特定ガス消費機
器の設置工事における資格の必要性について広報した。

当初計画した資格講習、認定講習及び再講習について全国 回の講習会を155
計画どおり３月上旬までに開催した。

また、再講習については、未受講者が当初見込みを上まわったため、期限内
に受講しないと監督資格を失効する旨を未受講者に再通知するとともに、３月
中旬までに全国で９回再講習を追加開催した。
以上、年度合計 回の講習会を開催し、 名が受講した。164 14,826

( )その他5
①標準化関係業務

●標準化に向け、次の調査研究を実施した。
○高分子材料の破壊挙動判別手法の標準化

３年計画の２年目。平成１４年度は、耐傷性試験及び薄肉材料の破壊じん
性試験のデータを取得し、２試験方法のＩＳＯ規格原案を作成した。

今後、 の国内対策委員会を通じ、 事務局に正式に当該TC61 ISO/TC61/SC2
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試験方法の規格原案をＮＷＩ として提出する予定。＊１

： の略、新業務項目*1 new work item
○繊維製品中の染料によるアレルギー性接触皮膚炎の原因物質分析方法の標
準化

３年計画の２年目。平成１３年度に引き続き分散染料 について赤外吸収＊２

スペクトル及び質量スペクトルデータを収集した。加えて繊維製品からナフ
トール染料 を分析する方法を開発した。＊３

また、これら個々の染料の分析方法は、ＪＩＳ及びＩＳＯ規格原案として
とりまとめ提出する予定である。

：主にアセテート、ポリエステルの染色に用いられる。*2
：主に綿繊維の染色に用いられる。*3

○電波吸収材料の電波吸収特性の試験評価方法の標準化
３年計画の２年目。平成１３年度に電波暗室内に導入したホーンアンテナ
方式の電波吸収特性測定装置を用いて、電波吸収材料の標準的な測定評価＊４

、 、 、技術であるバイスタティック測定 モノスタティック測定 ＴＥ偏波＊５ ＊６ ＊７

ＴＭ偏波 特性の評価方法の調査を行い、データを取得した。＊８

今年度取得したデータ等をとりまとめ技術委員会に報告するとともに委託
元へ年度報告書を提出した。

：漏斗状に導波管の末端の断面積を広げた指向性が高いアンテナで１～*4
数十 に対応GHz
：入射方向と反射方向とが異なる場合*5
：入射方向と反射方向とが同一の場合*6
：入射波の磁界の偏波面が入射面に垂直の電磁波*7
：入射波の電界の偏波面が入射面に垂直の電磁波*8

○金属系材料の腐食・疲労試験法の標準化
３年計画の２年目。平成 年度に引き続き、腐食・疲労に対するねじり13

応力の影響について股関節の内旋モーメントの値を整理し、材料のせん断応
力値を考慮し、最大せん断応力の１／１０でのデータを取得するとともに、
破面観察及び亀裂進展状態を観察した。また、貪食細胞系を用いた金属イオ
ンの影響については、各種疑似体液中の 合金の溶出金属量のデータをNi-Ti
取得した。
○高周波領域の基準聴覚特性の標準化

３年計画の２年目 平成１３年度に引き続きパソコン 自動ドア エレベー。 、 、
タ等の施設・設備から発生している高周波騒音の収集を終了した。

また、高周波騒音の被験者実験のための計測手法を開発し、延べ１０４名
の被験者について高周波騒音に対する最小可聴域の測定をヘッドフォン法、
スピーカー法のそれぞれについて行った。

なお、平成１３年度の成果として、ＴＲ案「パーソナルコンピュータのリ
ニアＰＣＭオーディオ信号入出力性能特性の測定方法」を作成し、経済産業
大臣に提案を行った。
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○有効視野と視認性評価方法の標準化
３年計画の１年目。今年度は、基本構成装置による２０名の被験者予備実

験を実施し、基礎データを取得した。
また、基本となる有効視野測定方法の検討及び静的視野計測装置の開発・

製作し、１０名の基礎視力データを取得した。
○生体親和性インプラント材料のテクノロジーアセスメント技術の開発

５年計画の１年目。整形外科系インプラントの生体内を模擬した条件下で
寿命などの性能評価を行うための設備を購入し、各種インプラントに適した
冶具を開発した。

また、インプラントの性能評価試験条件を決定するために 、 及びJIS ISO
ASTM FDA＊９の２５規格についてその試験条件を比較・分類した さらに。 、

データベースなどから５０件のインプラントの不具合事例をもとに、イ＊１０

ンプラントの形状及び材質と、破損個所及び破損時期との相関を調査した。
血管系インプラントに関しては、その使用材料の疑似体液に溶出するモノ

マー、金属イオン等の微量分析技術について調査を行った。
整形外科系インプラント及び血管系インプラントの製造事業者、医師、学

識経験者等で構成した「技術開発委員会」を２回開催し、これらの調査結果
について検討を行った。

： の略、米国材料試験協会*9 American Society For Testing and Materials
： の略、米食品医薬品局*10 Food and Drug Administration

○ホルムアルデヒド等測定方法の調査及び検討
ホルムアルデヒドの測定法のＪＩＳ規格原案審議に反映することを目的

に、現在国内で市販・使用されているＩＳＯ例示サンプラー及びタイプの異
なる各種サンプラーの性能について比較・検証し、各方法間の同等性を調査
した。

また、学識経験者による技術委員会を設置し、各方法間の精度比較、影響
を与える環境条件を検討した。

調査及び検討結果は、サンプラーの性能に係るＪＩＳ解説案としてとりま
とめ、ＪＩＳ原案作成委員会（事務局：建材試験センター）に提出した。
○でんぷんのり中のホルムアルデヒド放出量調査

建築基準法の改正審議に伴い、経済産業省から緊急要請を受け、ＪＩＳ規
格の見直しのため、市場品質の実態調査を実施し、調査結果を報告した。

●昨年度までの成果をもとに、次のＪＩＳ案・ＴＲ案を作成、提案した。
○昨年度までに実施した産総研との共同研究により得られた試験評価方法等
の成果を基に、共同作成した３件のＪＩＳ案を、ＪＩＳ原案作成委員会（視
覚２件、聴覚１件：産総研が事務局）に提出した。とりまとめられたＪＩＳ
原案は４月に産総研と共同で経済産業省に提案する予定。また、１３～１５
年度事業「高周波領域の基準聴覚特性の標準化」の中間成果としてＴＲ案を
１件共同作成し、９月に産総研と共同提案した。
○製品評価技術センター時代にＪＩＳの原案作成を行った「家庭用浄水器試
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験方法」について、財団法人日本規格協会からＪＩＳ改正原案作成を受託し
た。逆浸透膜式の浄水器に関するデータを取得し、機構が運営するＪＩＳ改

「 」正原案作成委員会において審議の上ＪＩＳ改正原案 家庭用浄水器試験方法
をとりまとめ、財団法人日本規格協会に提出した。
○製品評価技術センター時代にＴＲ提案をした「遠赤外線ヒータの表面温度

」 、 。測定方法 について 財団法人日本規格協会からＪＩＳ原案作成を受託した
機構が運営するＪＩＳ原案作成委員会において審議の上ＪＩＳ原案「遠赤外
ヒータの表面温度測定方法－熱電対法」をとりまとめ、財団法人日本規格協
会に提出した。

●これまで得られた専門的知見を基に現在以下の事項について、国際標準化機
構（ＩＳＯ）等の各種委員会に積極的に参画している。

○福祉用具評価分野
・ に （エルボークラッチ）の杖部の曲げ試験方ISO/TC173/WG1 ISO 11334

法等を新たに提案した。
・ において「つえ先ゴムの摩擦抵抗試験方法」を日本からISO/TC173/WG1

提案することが決定し、ＮＩＴＥが試験方法案を作成することとなった。
○プラスチック関係分野
・平成 年 月に （プラスチック） （機械的性質）の年14 11 ISO / TC61 / SC2

次会議（カナダ）等に初参加し、同 （硬度及び表面特性）で「耐傷WG2
性評価方法（仮称 」を、同 （疲労及び破壊靭性）で「薄肉材料の破） WG7
壊じん性試験方法（仮称 」を、各々規格化の必要性について説明した。）
審議の結果 「耐傷性評価方法（仮称 」は、 がﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄﾘｰﾀﾞｰとし、 ） NITE
てＮＷＩに提案することについて満場一致で合意された 「薄肉材料の破。
壊じん性試験方法（仮称 」は、 がﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄﾘｰﾀﾞｰとしてＮＷＩへの） NITE
提案を支援することについて満場一致で合意された。
また、この年次会議の前後において、シンガポール、米国等５カ国に海

外調査を行い、 議長、 規格提案者等に対し、提案する規ISO/WG2 ASTM
格の説明及び意見交換を行った。
今後、 の国内対策委員会を通じ、 事務局に正式に当TC61 ISO/TC61/SC2

該試験方法の規格原案をＮＷＩとして提出する予定。
・ＮＩＴＥが参画している (ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ) (燃焼挙動)国内委員会かISO/TC61 /SC4

らの依頼を受け、 （ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ 高温空気炉を用いた着火温度の試験方ISO871 -
法）規格改訂のためのﾗｳﾝﾄﾞﾛﾋﾞﾝ試験を国を代表して実施し、試験結果報
告書を取りまとめ、 プロジェクトリーダーに報告した。ISO

年 月に の会議（カナダ）においてＮＩＴＥ2002 11 ISO/TC61/SC4/WG1
の試験結果を反映した改訂案を検討した結果、次回の会議までにＣＤ投票
を行うこととなった。

②情報技術（ＩＴ）セキュリティー関係業務
●品質システム文書について、全体の整合性をより確実なものにする必要性か
ら、平成１４年４月にその一部の改訂を行った。
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今年度は、これまで評定委員会を２回開催しＳＴ確認書及び認証書の交付に
係る評定を実施した。また、技術委員会を１回開催し、 ( ｾｷｭISO/IEC 15408 IT
ﾘﾃｨ評価基準）の補足文書の評価基準としての採用について審議を行った。
また、認証制度に係るセミナ－を４回開催し、申請者の利便性の向上に努め

るとともに ＳＴセミナ－を４回開催し ＳＴの開発者及び評価者のスキルアッ、 、
プを図った。
平成１４年度は、評価機関の認定申請を６件受け付けており２件の認定を行●

い、ＳＴ確認申請は２５件申請を受け付けており、既に３件についてＳＴ確認
書を交付した。

また、認証申請は、８件受け付けており、既に２件について認証書を交付し
た。なお、認証に係る評価機関については、評価機関承認申請（兼評価者資格
付与申請６件を受け付け）に基づき、２機関４名について評価者資格付与書を
交付するとともに、２機関に対し評価機関承認書（評価保証レベル１～３）を
交付した。

これらのＳＴ確認申請については確認のため、認証申請については認証のた
め、それぞれについて技術的調査を情報処理振興事業協会の調査要員（延べ１
０名）に実施させるとともに、当情報セキュリティ室の外部専門家による評価
実施機関の行った評価結果に対する技術的問題点のレビュ－を行っている。
●国際コモンクライテリア会議[ (平成１４年５月・カナダ)]へ２名、ＣICCC

Management Committee Executive SubcommitteeＣＲＡ管理委員会運営分科会[
CC(平成１４年１１月・フランス)]へ１名、ＣＣＲＡＣＣ解釈運営委員会[

(平成１５年１月・ニュージーランド)]へ１名がInterpretation Management Body
参加し、ＣＣＲＡに加盟するための情報収集等を行うとともに、わが国の制度
の説明を行った。

注：ＣＣＲＡに関する国内対応
経済産業省が平成１４年６月１８日、ＣＣＲＡ加盟について、正式に参加

表明を行った。情報セキュリティ室では、平成１５年４月以降の現地審査受
入れのため、認証業務関係ドキュメントの翻訳を行い、事前にＣＣＲＡ側へ
提出を行う等、受入れ準備業務を実施した。

③依頼試験評価業務
●容量標準物質の依頼検査は、外観検査１８件（うち、２件は、外観検査で不
合格）あり、品質検査１３件（うち品質検査不合格１件）を実施した。認証書
の発行申請は４７件(１０，６１９枚)あった。

炭酸ﾅﾄﾘｳﾑ、ｱﾐﾄﾞ硫酸、また、純度測定に必要な基準物質８物質のうち５物質（
、塩化ﾅﾄﾘｳﾑ）の再設定を終了し、３物質（酸化ひ素ﾌﾀﾙ酸水素ｶﾘｳﾑ、二ｸﾛﾑ酸ｶﾘｳﾑ

(Ⅲ)、よう素酸ｶﾘｳﾑ、しゅう酸ﾅﾄﾘｳﾑ）について検討中。
●登山用ロープの依頼試験

７事業者からの依頼があり、消費生活用製品安全法に規定する適合性検査に
係る登山用ロープ等の試験を４９件実施した。
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( )その他業務運営に関する計画6
●独立行政法人産業技術総合研究所との共同事業

中期目標に従い、独立行政法人産業技術総合研究所と共同事業契約を締結して
役割分担を行い、同研究所との共同利用施設である「くらしとＪＩＳセンター」
において、標準化関係業務を効率的に実施した。

・金属系材料の腐食・疲労試験法の標準化（産総研との共同）
・高周波領域の基準聴覚特性の標準化 （同上）
・有効視野と視認性評価方法の標準化 （同上）
・生体親和性インプラント材料のテクノロジーアセスメント技術の開発

（ ）産総研・京都大等との共同・連携
●試験等の評価結果の信頼性確保

ＪＩＳ Ｑ １７０２５への適合推進のため、平成 年度は、推進プロジェ13
クトチームを全国組織で発足させ、整備対象業務及び品質マニュアル等の策定方
針を検討した。

平成 年度は、平成 年度の検討結果を踏まえ、品質システムを体系化した14 13
品質マニュアルを策定し、これに基づき、１９の関連規程のうち記録管理規程な
ど１４規程を策定した。残りの５規程については、今後、逐次整備を推進する。

また、検定及び依頼試験業務（鉱山保安法に基づく検定及び登山用ロープ依頼
試験 、製品安全関係業務のエアゾール製品試験については、最優先で１７０２）
５の整備対象にすることを決定し、これらの業務に関係する１４試験項目につい
て試験手順書類を整備した。

その他、製品安全関係業務の温度測定等、一般的な試験の７項目についても、
試験手順書類を整備した。
●人材育成の推進

昨年度に引き続き、職員の共通的能力の向上のために、新規採用職員研修、英
語研修、プレゼンテーション研修、目標管理研修及び簿記研修を実施した。研修
の実施にあたっては、人材育成に係る外部専門機関を積極的に活用することによ
り、研修の質の向上に努めた。

また、業務を効率的に遂行するため、管理職等を対象に内部管理目標設定の手
法、組織のマネジメントに係る研修を実施し、管理職のマネジメント力の向上を
図った。

平成１３年度に創設した海外留学制度により英国クランフィールド大学に１名
派遣した。

さらに、職員の専門的技術の向上のために適合性評価分野においては香港で行
われた 主催の審査員研修に６名参加するとともに、審査員養成研修を実APLAC
施した。化学物質管理分野等においては、独立行政法人産業技術総合研究所、環
境省等の実施する研修へ積極的に参加した。

また、バイオテクノロジー分野、生活・福祉技術分野においても経済産業省等
の実施する研修へ積極的に参加した。

これにより、中期目標で定められているように、研修を積極的に行うこと等に
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より、人材育成に努めた。
●情報セキュリティの確保

24平成１４年１月から開始したＮＩＴＥｎｅｔシステムの外部監視サービス(
時間監視)を平成１４年度も引き続き行ったが、平成１４年４月から平成１５年
３月末までに約５０００件の不正アクセス（危険度高）が報告され、これらにつ
いて最新のパッチをあてる等、的確な対策を講じた。
また、ＮＩＴＥｎｅｔシステムへ接続する外部公開目的の各システムについて

は機器接続に併せてセキュリティ診断を実施させ、セキュリティーホールのない
環境への対策・指導を行った。

３月に新規システムであるＮＩＴＥ－ＬＡＮシステムを導入した際には、情報
セキュリティを強化するためにＩＣカードによる認証システムを導入しており、
導入時研修等において、本システムにおけるセキュリティ環境、運用・管理の充
実等について、非常勤職員を含む全職員に対し教育訓練を実施した。
これらにより、部外者等による各クライアントへの安易なログインが不可能と

なり、重要情報の漏洩、改竄等が極めて困難なシステムを構築した。

ｃ）予算、収支計画及び資金計画
平成１４年度決算関係書類を参照
( )予算→決算報告書（財務諸表添付書類）1
( )収支計画→損益計算書2
( )資金計画→キャッシュ・フロー計算書3

ｄ）その他
( )施設・設備1

①施設の概況
平成１４年度末現在の当機構の施設概況は次のとおりである。
( )本所a

土地 ㎡12,636.61
10,506.79 4,292.62本館 ＳＲＣ－６他 延面積 ㎡ ・別館 ＲＣ－３他 延面積（ 、 ） （ 、

㎡）
（東京都渋谷区西原２－４９－１０）
生物遺伝資源センター棟 （ＲＣ－３、延面積 ㎡）6,980.37
生物遺伝資源解析施設棟 （ＲＣ－２、延面積 ㎡）3,523.68
（千葉県木更津市かずさ鎌足２－５－８）

( )筑波技術センター くらしとＪＩＳセンター内b
（茨城市つくば市並木１－２）

( )北海道支所c
札幌第一合同庁舎 ㎡221.86
（札幌市北区北八条西２－１－１）

( )東北支所d
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（土地 ㎡、建物ＲＣ－２他、延面積 ㎡）2,499.60 1,110.99
（仙台市宮城野区東仙台４－５－１８）

( )北関東支所e
（土地 ㎡、建物ＲＣ－２他 延面積 ㎡）2,895.86 1,315.68
（群馬県桐生市堤町３－７－４）

( )中部支所f
名古屋合同庁舎第２号館 ㎡984.89
（愛知県名古屋市中区三の丸２－５－１）
中部経済産業局庁舎 ㎡682.16

( )北陸支所g
金沢駅西合同庁舎 ㎡1,028.56
（石川県金沢市西念町１０３街区１２）

( )近畿支所h
大阪合同庁舎第２号館別館 ㎡3,315.72
（大阪市中央区大手前４－１－６７）

( )中国支所i
広島合同庁舎第３号館 ㎡131.40
（広島市中区上八丁堀６－３０）

( )四国支所j
高松第一地方合同庁舎 ㎡105.05
（香川県高松市番町１－１０－６）

( )九州支所k
（土地 ㎡、建物ＲＣ－３他 延面積 ㎡）1,623.56 2,488.29
福岡県福岡市南区塩原２－１－２８

②施設の整備
バイオテクノロジーセンター生物遺伝資源解析施設の新築
（千葉県木更津市 建面積 ㎡、延面積 ㎡）2,483.82 3,523.68

２．過事業年度の業務の実施状況
１３年度は、独法初年度の取り組みとして、業務内容の必要性について機構をあげ

て自己点検を行い 「業務展開の基本方向」としてその内容を具体的にまとめ、職員、

のモラールを維持しながら職務内容の転換を図った。

具体的には、国時代の体制から脱却するため、独法独自の強みを生かしながら、各

分野において業務の効率化を行うことにより人員を削減し、その人材を新規事業等で

活用する一方、外部との連携を強化し外部人材を積極的に活用して、機構の幅広い業

務に計画通り的確な資源配分を行うことを推進した。

その結果 「業務運営の効率化 「国民に対して提供するサービスその他の業務の、 」、

質の向上 「財務内容の改善 「その他（組織運営の弾力化、マネジメント・システ」、 」、

ムの改善等 」の各項目にわたり、中期目標に照らしほぼ順調な進捗状況であり、特）
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にバイオテクノロジー分野の生物遺伝資源に係る情報の高付加価値化業務、化学物質

総合管理情報の整備提供関係業務、情報技術（ＩＴ）セキュリティ関係業務、マネジ

メント上の改善等については、その質的内容も高いとの評価を受けた。

３．運営費交付金の交付の状況
運営費交付金として、７，７２０，４８４千円

４．自己収入の確保の状況
( )国からの受託収入として、８０１，０３４千円1
( )その他からの受託収入として、４９２，０９８千円2
( )講習関係収入として、５３２，６３８千円3
( )手数料収入として、１７１，９１６千円4

５．借入金の状況
該当なし

６．財政投融資資金の状況
該当なし

７．国庫補助金等の交付の状況
施設整備費補助金として、２１，５９８千円

Ⅲ．子会社・関連会社の概況
該当なし


